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リスク・コミュニケーション
吉川肇子 慶臆義塾大学商学部教授

「リスク」も、 『コミュニケーションjも日本語に適切に直訳できる単 それは、リスクについて多くの情報をもっている科学者や行政な

語がなく、英語の用語自体も、使われ始めてから30年程度の歴史の どの専門家だけが情報や意思決定を独占するのではなく、非専門家

新しいものである。ただし、リスクをどのように伝えるのか、そのコ である市民を含めた社会全体として、意思決定してい乙うとする民

ミユ二ケーシヨンの技術については、この用語が使われる以前から 主的な考え方である。

心理学では研究されてきた。それにもかかわらず、新しい用語を必 そこで本稿では、常識の震とも言うべき現象を中心に、 リスク・コ

要とするのは、新しい「考え方」の浸透を目指すからである。 ミユ二ケーションについて解説する。

者問題を考える
虞井悠 名古屋大学減災連携研究センター准教授

東日本大震災時に我々が首都圏で経験した現象は、早期に鉄道

が復旧し、建物や道路に甚大な直接被害が発生しない状況下での、

中途半端な帰宅困難現象であった。それゆえ帰宅が困難となった人

の数や、自宅に帰れないで、大変た、ったという点がクローズアップさ

れがちとなり、帰宅困難者問題について偏った解釈が社会的に認知

されてしまった可能性も否定できない。

帰宅困難者問題で最も憂慮すべきことは「帰宅できず困る乙と」

ではなく、 2次被害や混乱の防止と迅速な復旧の実現に他ならな

い。そして帰宅困難者問題として東日本大震災で顕在化した各課題

は、災害情報の問題をはじめとして、大都市の広域避難問題に関す

る現状の課題を浮き彫りにするもので・あったといえる。

本稿ではこの問題について、東日本大震災から約2年が経過する

いま、再考する。

自転車利用者のルール・マナー違反について
岸田孝弥 公益財団法人労働科学研究所主管研究員／高崎経済大学名誉教授

自転車は、子どもから高齢者まで幅広く利用できる手軽な乗り物

であるといわれ、その保有台数は増加傾向が続いている。特lζ東日

本大震災時には、多数の帰宅困難者が発生した際に、自転車を購入

して帰宅をした人が話題となった。以前から、健康増進や地球環境

負荷の低減等の理由で徐々に増えてはいたものの、東日本大震災

を契機として、自転車の交通手段としての有用性を再認識した人々

が、新たに自転車通勤を始めたものと思われる。

21予防II与報

一方で、自転車が加害者となる死亡事故が社会問題となり、自転

車利用者のルール・マナー違反に対して、国や地方自治体が積極的

に関与して、交通事故の減少を目指す動きが出てきている。

本稿では、自転車事故の現状を把握し、ルーlレ・マナー違反の背

景や自転車運転者の心理について触れ、ルール・マナー違反の防止

策を考える。
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気象庁火山業務の動向
山里平気象庁地震火山部火山課長

1955年以来活発な噴火を続けている桜島をはじめ、我が国は多

くの活動的な火山を抱えており、災害を引き起乙してきた。近年で

は、43名の犠牲者を出した1991年の雲仙普賢岳の火砕流災害をは

じめ、2000年の有珠山、三宅島の噴火、2004年の浅間山や2011年

の霧島新燃岳噴火などが話題となった。

火山災害を軽減するためには、火山活動を監視する観測体制と、

いざというときのための平常時からの防災体制が重要である。気象

庁の火山業務は、従来はこれらのうち前者に重きを置いてきたが、

近年は火山防災に直接寄与する後者の業務にも力を注ぐように

なっている。

そこで本稿では、今世紀になってからの気象庁の火山業務の動

向について述べる。

｜論考④ 問

リチウムイオン電池の特徴と導入事例について
大芝正嗣 株式会社GSユアサ産業電池電源事業部電源シスデム生産本部開発部 リーダー

昨今、リチウムイオン電池の実用化が進み、電気自動車（EV）や鉄

道車輔等に搭載されるようになってきた。また、停電時のパックアッ

プ用の無停電電源装置においても、従来は鉛電池が主流であった

が、近年ではI）チウムイオン電池も採用されだしている。

その理由として、リチウムイオン電池が他の蓄電池に此ぺてエネ

ルギ密度が高いため、小型軽量を実現できることがあげられるo

また、近年ではリチウムイオン電池のコスト競争が激化しており、価

格が下落していることもリチウムイオン電池の普及の後押しとなっ

ている。

本稿ではリチウムイオン電池の原理や特徴、安全性や取扱いに

おける注意点を説明し、実際の使用例を紹介する。

町田iii竃翼謹輔誼
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　工場等での事故を減らし安全を保つためには、行政が規制

をかける方法と事業者が自主的に安全管理活動をする方法が

ある。国として一定の安全を担保するためには規制は必要であ

るが、規制だけで全ての危険源を管理することは不可能なた

め、事業者による自主的な安全管理活動も同時に必須である。

要は、両者をいかに機能させて効果的に安全を保つかにある。

　我が国では、「水と安全はただ」と言われるように、安全の

確保を国が行ってくれることを期待する風潮があり、規制に重

きを置く考えが根強いと感じられる。しかし、規制を重視した

管理では、高度化し多様化する産業界の変化に規制を追従さ

せることが困難であるばかりか、新たな危険源が見つかる度に

規制を増やしていくと、その内容は複雑で膨大になり、実質的

に機能しなくなってしまうという問題がある。さらに、規制さえ

守っていれば、それ以上の安全への対応を事業者が考えなく

なることも危惧される。

　このような問題点は、英国のローベンス・リポートで1970

年代に指摘され、欧米諸国では規制の「性能規定」化と自主

的安全管理活動の推進に、20年以上も前から軸足を移してい

る。ここでは、法令を、詳細な仕様に合致することを求める「仕

様規定」から、必要な性能を満たしていれば方法は問わない

「性能規定」に規制緩和を行い、安全対策の方法に自由度を

増やして事業者の自主的活動を促している。さらに、自主的活

動であるセーフティ・マネジメント・システムの導入も事業者

に求めている。

　我が国でも、既に一部の法令は性能規定化され、高圧ガス

事業者の自主保安活動や労働安全衛生法におけるリスクアセ

スメントの導入なども行われているが、まだ緒についたばかり

の状況であり、自主的安全管理に軸足を移すのはこれからの

課題である。マスコミの報道を見ても、新たな事故が起きた時

に、「このような危険があったのに国は規制をせず放置してい

た」と報じ、それに多くの国民が納得するという構図があると

感じられる。新政権で規制緩和が目標とされる中、規制と自主

的活動について皆がもっと理解を深め、先進国に見合った安

全担保のしくみを社会として考える時期にきていると思われる。
土
ど ば し

橋　律
り つ

東京大学大学院工学系研究科 教授
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規制と自主的安全管理
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安全運転教育を考える

　安全運転啓発書の多くに、安全運転とは

「交通ルールを守った運転」、「譲り合い運転」、

「思いやり運転」、あるいは「危険を予測して、

危険を回避する運転」であると記されている。

講習会などの参加者や大学生に対して、安全

運転とはどのような運転かと問うと、ほぼ同

様の回答であり、これらの運転が安全運転で

あることは、免許を持った人であればほとん

どが知っている。しかし、一時停止規制のあ

る交差点の停止線で確実に停止している人は

１〜２％であり、制限速度を守って走行して

いる人も多くはない。安全運転に関する知識

があっても、それを実行しなければ、その知

識が役に立たないことはいうまでもない。確

実な事故防止のためには、安全運転を積極的

に実行したくなるような教育とするか、道路

交通法による取り締まりのような強制が必要

であるが、取り締まりには、財政的、心理的

な限界がある。

　衝突回避の観点から、危険予測訓練も安全

運転教育として行われているが、危険な状況

をすべて事前に予測することは困難であるほ

か、危険を予測した場合には、安全な状態と

判断できるまでは進行できないことになる。

また、安全な状態の判断基準は示されていな

いので、安全か否かは各運転者が独自の基準

で判断することになり、以前と何も変わらな

いことになる。さらにいえば、仮に危険予

測をしても、人は、経験頻度の多いものを

学習するので、そのうちの多くは安全であ

り、危険予測は必要ないとみなすようにな

ることから、現状では、危険予測訓練の効

果はそれほど期待できない。

　では、なぜ人は安全運転を積極的に実行

しないのであろうか。事故直前の心理状態

に関する調査によると、半数は急いでいた

と回答したとのことである。道路交通法に

違反した状態で走行をしていても、取り締

まりに遭遇しない場合がほとんどであるた

め、出発が遅れる、途中で渋滞に巻き込ま

れる、道を間違えるなどを原因として先急

ぎの運転を行ってしまったケースで、より

早く着いて得をしたと思う度合いが多けれ

ば、道路交通法を守った走行よりも先急ぎ

の運転を優先するようになる。

　また、人には、他人よりも先を行こうと

する先行衝動が存在すると考えられている。

この衝動は、人が生き続けるためには、食

料が他人に取られる前に食料の存在すると

ころに到着する必要があることから、本能

として与えられたものであり、この衝動に

よって、自動車社会でも無意識に先急ぎの

運転を引き起こしていると考えられる。

　そこで、できるだけ速い速度で、かつ、
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できるだけ追い越しをする運転（なるべく早

く到達したいとか時間を稼いでおきたいなど

の気持ちを原因とする先急ぎの運転）と、道

路交通法を守った運転での所要時間と身体負

担について、12.5㎞の区間で走行実験を行っ

た。この実験で明らかになったことは、道路

交通法を守った走行での所要時間は平均 32

分 28 秒、先急ぎの運転では 29 分 43 秒で

あり、その差は平均２分 45 秒であったが、

先急ぎの運転では心拍数がかなり多くなって

おり、心身に対する負担が大きいということ

であった。この負担は、日常的に自動車を運

転する人には蓄積するようであり、タクシー

運転の場合、先急ぎの運転をしている運転者

の一乗務当たりの走行距離は短い傾向にあ

る。一方、先急ぎの運転をしていない運転者

の収入は、先急ぎの運転をしている運転者と

比較して 20％ほど多くなり、事故は 1/3 程

度であることがわかった。このように、実際

には、急がない運転の方が得な運転と言える

ようだ。道路交通法を守って運転をしてもそ

れほど遅くならないばかりか、そのような運

転の方が得であると判明すれば、急がない運

転、すなわち安全運転を積極的に行おうとす

るであろう。

　ところで、安全運転とはどのような運転で

あろうか。自動車運転での損害はほとんどが

衝突によって発生している。この衝突は、停

止距離よりも進行方向空間距離（車間距離）

が短い場合に発生するため、見通しの良い

道路の場合、停止距離以上の進行方向空間

距離を保持して走行していれば、追突を防

止することができる。この距離は、時間で

正確に見積もることができ、４秒以上が安

全な進行方向空間距離と言える。なお、見

通しが良くなく、信号のない道路の場合で

も、交差方向の車道に進入する前に、停止

状態で接近車両の有無を確認し、安全な場

合に進行すれば、衝突を回避することは可

能である。

　停止距離以上の車間距離を保持するには、

前車とほぼ同じ速度、またはそれ以下の速

度で走行する必要がある。実際の走行にお

いて、前車を追い越しても、交通信号が赤

になれば、停止せざるを得ず、停止してい

る間に、制限速度を守って走行している車

に追いつかれてしまうことも多く、制限速

度以上で走行しようとしても到着時間は期

待するほど早くはならない。一方、追い越

そうとするような走行では、前車との車間

距離が短くなりがちであり、緊張度が増し、

疲労も強くなり、また、事故も起こしやす

くなり、失うものも多い。

　先急ぎの運転が有意に到着を早めること

はないことを理解でき、自己変革できる人

であれば、大きな進行方向空間距離を保持

した安全運転を積極的に行うようになり、

その運転を習慣化できるであろう。
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子　慶應義塾大学商学部 教授

１．リスク・コミュニケーションとは

　「リスク」も、「コミュニケーション」も日本語に
適切に直訳できる単語がないため、それをあわせ
た「リスク ･ コミュニケーション」というと、何のこ
とかと思う人がいるかもしれない。英語の用語自体
も、使われ始めてから 30 年程度の歴史の新しいも
のである。ただ、リスクをどのように伝えるのか、そ
のコミュニケーションの技術については、この用語が
使われる以前から、心理学では研究されてきた｡ す
でに研究されていたにもかかわらず、新しい用語を
必要とするのは、新しい「考え方」の浸透を目指す
からである。それは、リスクについて多くの情報をも
っている科学者や行政などの専門家だけが情報や意
思決定を独占するのではなく、非専門家である市民
を含めた社会全体として、意思決定していこうとする
民主的な考え方が反映されたものである。
　リスク・コミュニケーションの定義は、1989 年
の 米 国 研 究 評 議 会（National Research Council、
1989）によるものが代表的である。すなわち、「リ
スク・コミュニケーションとは、個人、集団、機関の
間における情報や意見のやりとりの相互作用的過程
である」とされる。
　3.11 以降、リスク ･ コミュニケーションが再び脚
光を浴びている。ただ、残念なことにリスク・コミュ
ニケーションを単なる「リスク伝達（または、その技
術）」としてとらえられていることも少なくない｡  「一

方向的」でないことは理解されやすいが､ その場合
でも､「双方向的」であれば良い､ という理解にとど
まっている場合もある。しかし、本来は定義にあるよ
うに「相互作用的」にコミュニケーションしていくこと
が重要である｡
　「相互作用的」というのが理解されにくいので､
Lewis（2003）の認知発達の４段階によって説明
しよう。それらは､ 発達段階の低い順に、「I know

（私は知っている）」「I know I know（私は自分が
知っていると知っている）」「I know you know（私
は あ な た が 知って いると知って いる）」「I know 
you know I know（私が知っているとあなたが知
っていることを、私は知っている）」となっている。
　最初の「I know」は、自分に知識があることを主
張している。２段階目は「自分の知識の有無を、自
分自身が知っている」という意味である（専門的に

「メタ認知」という）。３段階目になって初めて他者
の視点が入ってくる。すなわち、「相手が知っている
ことを知っている」である。ここで初めてコミュニケー
ションをする他者が出てくる。相手が何を知っている
かを知っているので、だますことができるようになって
いるともいえる。相互作用的であるのは４段階目であ
る。２人のアクターがいて、お互いに相手の視点を
取ることができる。自分が何を知っていて、相手が何
を知っているかということを私もチェックできるし、あ
なたもチェックしている、さらにそのことを知っている
という意味である。

リスク・
コミュニケーション 

防災基礎講座
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　相互作用的にコミュニケーションするというのは、
このようにお互いの視点をとって行われなければな
らない｡ これに対して、「私の言っていることが正し
い」とか、「私は自分に知識があることを知ってい
る」と主張するだけでは、コミュニケーションとして
は稚拙である。相互作用的であるとはとてもいえな
い。

２．言語表現からの推論

　リスクにかかわる問題に限らないが､ 情報を提供
する場合には､ 言語表現の細部に至るまで配慮が
必要となる。言語表現いかんによっては、思いもよ
らない推論を招くことが明らかになっているからであ
る（たとえば、「グライス（Grice、1975）の会話
の原則（格率､ maxim）」）。しかし現実には､「正
確な情報に基づいて（行動しましょう）」などといっ
た呼びかけに典型的に見られるように、情報発信者
側は､ 情報の内容は精査しても、その表現にまで配
慮していることは少ない｡
　グライスは、人々が会話をする際には､ 話に貢献
するように、お互いに情報を伝えあうために、推論
が生じると考えた。すなわち、無駄な情報は会話の
中では伝えられないはずで、伝えるからにはその情
報は何らかの意味を持つのである。
　グライスは、次の４つの原則を仮定した。それら
は、①量の原則（必要十分な情報を与えよ）、②質
の原則（偽りや適切な証拠を欠いていることを言う
な）、③関係の原則（関連性を持たせよ）、④様式
の原則（不明瞭や多義を避け、簡潔で順序立てよ）
である。
　福島原発事故に関連して用いられた「ただちに〜
ない」という言い方が問題になったのは、４つの
原則のうち、量の原則から逸脱しているからである｡
たとえば、千葉県の香取市で農家が出荷停止期間

にホウレンソウを出荷していた問題で、県は「食べても
ただちに健康に影響があるとはいえない」とコメントした

（朝日新聞、2011.4.26）。量の原則によれば、必要
十分な量の情報が与えられているはずなので、わざわざ

「ただちに」と言うからには、「そのうちに（＝「ただ
ちに」ではない時点で）健康に影響がある可能性があ
る」ことを受け手に推論させてしまうのである｡
　情報の送り手が正確を期そうとすればするほど、限
定条件や限定の副詞（「直ちには」や「当面は」など）
をつけがちである。しかし、まさにそういうときにこそ、
思わぬ推論が起こってしまうのである｡ したがって、こ
のような表現を使ったときには、なぜわざわざ限定する
のか、それについての説明をつけるように注意する必
要がある。
　2009 年４月４日の北朝鮮の飛翔体発射事件（後
述）の際には、自衛隊担当者が誤情報を出したのだ
が、２日後の６日に別の自衛隊事務官が自殺をすると
いう事件が起こっている｡ これを報道した朝日新聞の記
事には、「同省（防衛省：筆者注）によると、事務官
は、（中略）北朝鮮のミサイル発射に関する仕事はして
いなかった。」と書かれている｡ これは､ 関係の原則の
例である｡ 時期が接近している２つの事件の報道が続
くと、関連がある（この場合は、自殺した人物が誤報
をした当事者である）と読者は推測するかもしれないの
で、わざわざ「関係がない」と記事中で断っているの
である｡
　様式の原則を逸脱した例としては、関西電力大飯原
子力発電所の再稼働に関して、関西広域連合が出した
声明がある。それは、「暫定的な安全判断であることを
前提に、限定的なものとして適切判断をされるよう強く
求める」というものであった｡ 再稼働を容認するのかし
ないのか、一読しただけではわかりにくい。実際、そ
の後の大阪市長の「事実上の承認である」という発言
があるまで、意味が確定されなかった。容認するので
あれば、「容認する」と言えば良いのであるが、曖昧な
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表現であるために、「隠された意図があるかもしれな
い」という推測を生むことになってしまっている｡
　行政機関や専門家からの情報が思わぬ波紋を呼ん
だとき、しばしば「誤解する受け手が悪い」と言わ
れることがあるが、むしろ送り手が表現に関する知識
を欠いているために起こっていると思われることが多
い｡

３．経験が仇になる

　リスク問題に対応するのは（当たり前だが）人間
であるから、対処する人の思いこみも起こりうる。小
さな思い込みですらも大きな影響を及ぼすこともあ
る。そのことを考慮しないで対応計画を立てると、
非現実的な計画に振り回されることになる｡
　たとえば、 パンデミック（H1N1）2009（発生
当初の名称は新型インフルエンザ。後に改称。）の
際には、発生したのが当初予想されていた鳥由来
のインフルエンザでなかったため、日本国内だけで
はなく、海外でも対応に混乱が見られた｡ 国際機
関である WHO（世界保健機関）に対しても、その
対応が社会的混乱を招いたという批判がなされてい
る（Durodié、2011）。この論文では当時の事務局
長（マーガレット・チャン氏）と事務局長補佐（ケイ
ジ・フクダ氏）がアジア系であったことに対する若干
の偏見があるように思われるが、彼らエリートの「思
いこみ」が社会的混乱を招いたとしている｡ 特に、
チャン氏は、2003 年の SARS のアウトブレイクの際
に香港での対応経験があったため、「次の戦争では
なく、以前の戦争の準備をする年老いた将校のよう
に」（Durodié、2011）、SARS 対応を基にした対応
計画が用意された｡ しかし、実際に起こったインフ
ルエンザは、SARS や当時懸念されていた鳥インフ
ルエンザのように病原性の高いものではなく、病原
性の低いものであったのだが、いったん動き出した

対応計画を修正するのは容易ではなかった｡
　思いこみが引き起こした問題は日本でも起こって
いる｡ たとえば、2009 年４月４日北朝鮮が飛翔体

（日本政府の発表による）発射の際、まだ発射され
ていなかった時点で、レーダー情報を誤認した自衛
隊の担当者が「ミサイル発射」と報告し、全国にそ
の情報が流された｡ 実際の発射は翌４月５日であっ
た。これに対して 2012 年４月 13 日の同種の事件
の際には、日本政府は情報の確認に慎重になるあま
り、発射後 40 分を経過して発表することになった。
2009 年の誤報問題が関係者に影響を及ぼしていた
とも考えられる。
　インフルエンザとの関連でいえば､ パンデミック

（H1N1）2009 直前に起こったこの安全保障問題
が、SARS の体験や 1918 年のスペイン・インフル
エンザの事例と相まって、特殊な、しかし結果的に
は過大だった危機管理対応を駆動する推進力となっ
たと言えるかもしれない。
　このような思い込みは、小さなものも含めれば、
各所で起こりうるものである。神戸市で国内初の患者
が発生した際に、神戸市の検査担当者は思いもよら
ぬ結果（新型インフルエンザの疑い）に試薬の入れ
間違いで失敗したと思い、検査をやり直している。こ
のため、約４時間を余分に使ったとされる（桜井、
2009）。

４．専門家の意思決定

　リスク・コミュニケーションという用語が出てきた
背景には、専門家のみに意思決定を任せることによ
る問題が実感されるようになったことが大きい｡ リ
スクに関する意思決定を専門家に頼りすぎることは、
短期的な事件や事故だけではなく、長期にわたる事
件でも悲劇を生んでいる。たとえば、イギリスにおけ
る BSE 問題においては、1986 年に問題が発覚して

防 災 基 礎 講 座
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から 1996 年に人間への感染を公式に認めるまでの
10 年の対応の遅れが感染拡大を招いた。この 10 年
間に、問題を指摘する意見はマス・メディアも含めて
多数あったが、イギリス政府は「リスクは、あるとし
ても限りなくゼロに近い」と主張した科学者の意見に
頼り、国民に牛肉の安全を保証するキャンペーンを
繰り返した。イギリス政府のリスク ･ コミュニケーショ
ンの最大の失敗とされる。
　また、集団浅慮（groupthink）の研究は、意思決
定において錯誤があり得ることを明らかにしたもので
ある。集団浅慮とは、集団の意思決定において過度
に危険な決定を集団が下してしまうことを指す。
　Janis（1972）は、ケネディ大統領のキューバ侵攻

（1962）の失敗が、大統領の優秀なブレーンを集
めた会議における決定の誤りによるものと考え、その
会議の内容を分析した。この分析によって、たとえ優
秀なメンバーを集めた集団であっても、また、そうい
う集団こそが、不合理な決定を下してしまう可能性を
指摘したのである。この現象はその後くりかえし確認
されている｡
　現実的に危機的な状況では、決定までに時間の猶
予がないため、専門家が集められて重要な決定が行
われることの方が多い。しかし、まさにそういうとき
にこそ、愚かな意思決定が行われる可能性があるこ
とに注意しなくてはならない。

５．おわりに

　日本でリスク・コミュニケーションに問題があると
言われる場合、リスク ･ コミュニケーション研究の初
期においてすでに指摘されていたことや過去の失敗
が十分に学ばれていないと著者は感じている。たと
え過去の事例を知る機会があっても、自分の直感に
あわないと、（心理学の）理論やデータは現実的で
ないと打ち消されることが少なくない。海外の事例に

対しては、日本人には当てはまらないと言われること
もある｡ 奇妙なことに、日本人は感情的であるからと
いう文化論とともに語られることが多い。しかも、そ
れを主張する当人も日本人である｡ たとえ自分が感情
的な人物であると自覚しているとしても、他の日本人
も同じであると主張するのには無理がある。
　心理学は人間の行動を研究対象としているため、
その研究成果はおおよそ私たちの常識を確認するも
のである。その一方で、常識に反するような研究結果
が得られていることも少なくない。本稿では、そうい
う常識の罠とも言うべき現象を中心に、リスク・コミ
ュニケーションについて解説してきた。専門家だけに
意思決定を任せないというのは、民主的であるという
だけではなく､ 本稿で紹介してきたような誤りが起こ
らないようにするための極めて現実的な仕組みなので
ある｡
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１．はじめに

　大量の通勤者が朝夕移動を繰り返すなど、ヒト・
モノ・カネ・情報の全てが集まる大都市。この集積は
日本の経済・産業をリードする大きなメリットである
ものの、ひとたび災害が発生すれば、集まることによ
る様々なリスクが同時に顕在化し、その被害は各所
へ波及する。2011 年３月11日に首都圏を中心として
発生した帰宅困難者問題は、まさにこの典型例といえ
よう。本稿ではこの問題について、東日本大震災から
約２年が経過するいま、再考するものである。

（１）帰宅困難者対策の経緯
　2011 年 12 月に発表された新語・流行語大賞トッ
プテンに選ばれたキーワードのなかで震災に関連の
深いと思われるものは「絆」、「帰宅難民」、「こだまで
しょうか」、「3.11」、「風評被害」と実に半数を占め、
例年とは全く異なるものであった。なかでも「帰宅難
民」という用語は全体の第６位にランクインしており、
人々の話題に頻繁にのぼったという事実とともに、多
くの人々にとってこれらが新しい言葉・概念だったこと
を端的に表わしている。確かに、数ある都市防災対
策の中でも帰宅困難者対策は比較的新しい取り組み
である。一般に、地震時の帰宅困難現象が想定され
はじめたのは 1985 年頃と言われており、その後中央
防災会議「首都直下地震避難対策等専門調査会」で
の検討を経て「むやみに移動しない」ことを代表とし
た主方針が明らかにされたのが 2008 年である１）。そ
して、実際に帰宅困難者が発生した事例は 2003 年
のニューヨーク大停電や 2005 年の千葉県北西部地
震など小規模なものが数例知られているに過ぎない。
つまり、帰宅困難者対策は近年始まったばかりであり、
東日本大震災以前は事例も乏しかった訳である。もち
ろん帰宅訓練や帰宅支援ステーション、あるいはマッ
プ作りの試みなどがこれまでにも積極的に行われてき
たものの（１）、今日的な帰宅困難者対策の議論は実質、
東日本大震災以降がはじまりと考えてよいであろう。

（２）帰宅困難者対策の意義と想定
　ところで最近、帰宅困難者問題に関するいくつかの
誤解が頻繁にみられる。筆者はこれを「帰宅困難３
つの誤解」と呼んでいる。1 つめの誤解は「3.11の時
は徒歩で帰れたから次も徒歩で帰れるだろう」という
誤解である。２つめの誤解は「自分は体力があるから
20km、30km なんて余裕で歩ける。だから帰れる」
というものである。３つ目の誤解は「「帰宅できない」
ことなんて災害時にはたいした問題ではないので対策
の優先順位は限りなく低い」というものである。何故
これらが誤解であるかについては後ほど説明すること
として、少なくともこのような意識・雰囲気が社会的
に共有されていることは否定できない現状がある。
　そもそも、帰宅困難者が発生する原因は単純明快
である。一般に大都市においては、周辺のベッドタウ
ンなどから鉄道を用いて日中に大量の人口が集中す
ることが知られている。第10 回大都市交通センサス２）

によると、首都圏における１日の鉄道利用者数は約
4,000 万人とみられており、近畿圏の約 1,300 万人、
中京圏の約 300 万人と比べてもその量は圧倒的に多
い。また、首都圏における日常的な鉄道利用者（通
勤・通学定期利用者）の数は約 950万人といわれるが、
千葉県・埼玉県・神奈川県を出発地とする通勤・通学
者の移動は、約半数が東京 23 区を目的地とした都
県をまたぐものである。なお、その平均所要時間は
約 68 分を数えるなど多くが鉄道に依存した長距離移
動であり、また朝夕に集中していることもあり、どの
ような理由であれ、日中にひとたび鉄道が停止すれば
大量の帰宅困難者が発生することは避けられそうにな
い。すなわち帰宅困難者の発生原因は、ひとえに大
規模交通システムに支えられた大都市の職住分布その
ものにあるといっても過言ではなく、大都市に特有の
課題であることは言うまでもない。以上より大都市で
あること、何らかの原因で長時間公共交通システムが
途絶すること、の２点が帰宅困難者（もしくは出勤困
難者）の発生条件となる。
　それでは、帰宅困難者問題とは、はたしてどのよう

帰宅困難者問題を考える

廣
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名古屋大学減災連携研究センター 准教授
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　この調査は震災から２週間後に行ったものであるゆ
え回答者の記憶も新しく、帰宅の実態を細かに尋ね
ることが可能な時期であった。そのため本調査では、
質問項目として当日の帰宅状況や帰宅の判断材料、
安否確認の有無のみならず、地震発生時の帰宅状況
を出発時刻と出発地点、立ち寄り時刻と立ち寄り地
点、帰宅時刻と帰宅地点、そしてそれらの交通手段
をそれぞれのサンプルに尋ね、当日のトリップ（５）を把
握する試みも行っている。その詳細は参考文献３）に
譲るものの、例えばここで得られた回答にパーソント
リップ（PT）調査（５）の結果を利用することで当日の
帰宅困難者の数を推定することが可能となる。一例
を示すと、３月11 日に翌日５時まで帰れなかった人
は 272 万人と推計され、また徒歩のみで帰った人は
395 万人と考えられる。他方で滞留についても、11
日 20 時までその場で待機した人が 382 万人と推計
され、11 日 20 時以前に帰宅を始めた人のうち徒歩
のみで帰宅した人が 324 万人、鉄道利用が 85 万人（６）、
車利用が 154 万人になることが明らかになっている

（ただし以上はすべて東京都全体の値）（７）。
　結果として上記の調査や筆者らが行ったヒアリング
調査により、東日本大震災で顕在化した帰宅困難者
に関する課題がいくつか明らかになっている。例えば、
当日夜は様々な施設に大量の帰宅困難者や徒歩帰宅
者が押し寄せている。東京全体で 272 万人と推計
される翌日５時までに滞留した大量の帰宅困難者は、
事業所や大学等の教育機関、商業施設をはじめとし
て地域の避難者が集まる避難所や避難場所にも次々
と集まり、彼らの多くがその場所で一夜を明かすこと
となった。当日中に一部の鉄道が復旧した（2011 年
３月11 日の深夜時点で、首都圏の鉄道は約 40%が
再開しており、終夜運転を行っていた）状況下である
にもかかわらずこれほどの帰宅困難者が殺到したとい
う事実は、より多くの滞留スペースを確保する必要性
を示唆するものである。
　ところで筆者らは、仮に東日本大震災が休日であっ
た場合、どの程度の帰宅困難者が発生したかに関す
るシミュレーションを行っている。ここでは、個人の
行動をランダム効用理論を用いてモデル化し、効用関
数を求めてPT 調査を利用し再計算したものであるが、
その結果、中央区・港区・千代田区の都心３区で計
26 万人の滞留希望者が発生すること等が計算されて
いる。休日にこのような大量の滞留者を一時待機させ
るスペースがあるかというと、仙台における商業施設

な問題なのであろうか。後述する筆者らの東日本大震
災時の調査３）によれば、帰宅が困難になって一番困っ
たこととして「携帯電話が通じなかったこと（31%）」
が挙げられており、「屋外に長時間いたため体が冷え
た（13%）」、「ひとりだったので不安だった（11%）」と
続いている。この回答をみる限り、帰宅困難者問題
は非常時においてそこまで優先度の高いものとは判断
できない。しかし著しい直接被害が大都市部におい
て発生した場合は、帰宅困難者が遭遇する問題はよ
り深刻と考えられる。例えば首都直下地震における被
害想定などでは、多数の建物が倒壊して救急ニーズが
増大する、消防力を上回る同時多発火災が発生する、
道路は著しい直接被害を受け多くが不通となる、など
の被害が示唆されている。そのような状況下で大量の
帰宅困難者が集団的帰宅行動を行う場合、交通渋滞
によって消防車や救急車などが遅れ致命的な損害を
もたらす、長距離徒歩帰宅を試みる帰宅困難者が群
集なだれ（２）や大規模火災・建物倒壊に巻き込まれる、
翌日以降の出勤困難により事業継続や復旧が大幅に
遅れる、などの様々な 2 次被害が起こりうることは想
像に難くない。我々が憂慮すべき帰宅困難者問題は
本来、このようなケースであろう。すると「帰宅困難者
問題」の発生条件として、先述の２点のみならず、大
地震などによって著しい直接被害が発生すること、と
いうもう１つの条件を追加する必要がある。「東日本
大震災時は震度５強程度でこの混乱であるから、震度
６強もしくは震度７の際にはいったいどのような状況に
なるのか」といった疑問は多くの方が持たれているで
あろう。昨今の帰宅困難者問題に対する社会的な関
心の高さは、その点に起因するものであるに違いない。
それゆえ帰宅困難者対策は、最大震度５強であった
東日本大震災時と同じ条件ではなく、ひとえにこのよ
うな状況下を想定した上でなされるべきものと考えら
れるのである（３）。

２．東日本大震災時の首都圏の状況

　以上のように、これまでの帰宅困難者対策はおお
むね十分な経験の蓄積がないまますすめられ、東日
本大震災を迎えるに至った。そのため、今回発生した
わが国初ともいえる大規模な帰宅困難現象の実態を
適切に解釈し、今後の対策に向けた方針を模索する
意義は大きいと考えられる。そこで筆者らは 2011 年
３月に帰宅困難者に関する社会調査を行った（４）。
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の著しい室内被害を考えると厳しい状況にあると言
わざるを得ない。駅前に帰宅困難者が集まり、一部
の駅周辺では多少の混乱がみられたという点も重要
である。これまでの対策によれば、このような混乱
が予想される地域では協議会によって現地本部が立
ち上げられ、情報の伝達や帰宅困難者の誘導が行わ
れるはずであった。ところが今回の事例においては、
メンバー間の連絡方法や手段の確保、現地本部の設
置や運営が課題として残されることとなった。
　さらに当日は送迎など車の利用が多く、予想以上
の大渋滞が発生したという点も挙げられる。東京に
おける緊急車両の現場到着時間が仙台に劣らず長
かったという報告もあり、被災地である仙台と同様に
深刻な交通渋滞が帰宅困難者によって引き起こされ
たことが伺える。筆者らの調査によると震災当日は送
迎による移動が全体の交通手段の７%を占めており、
都心へ向かう大量の自動車によって上り・下りの両車
線が渋滞したケースも多くみられている。車線が全て
埋まると緊急走行が困難となり、迅速な現場到着を
妨げるため、効果的な安否確認や周知によって送迎
をさせない対策も今後は必要と考えられる。
　多くの携帯電話が全く利用できなかった点も改め
て明らかになっている。これは災害時の情報伝達や
情報共有を極めて困難にするものに他ならず、安否
情報の確認も含めて事前の情報共有とルール作りが
とりわけ重要となる。物流の機能不全やストックの少
なさによる局地的なモノ不足も中・長期的には問題と
なろう。一般に都市部においては効率性の追求のた
め、デッドストックの削減に積極的であることが知ら
れている。このような場合、積極的な滞留促進に加え
て道路の直接被害と大規模な交通渋滞の発生は、深
刻なモノ不足をもたらす。
　最後に、今後同様の状況下においても多くの人が
徒歩帰宅を試みる可能性が挙げられる。上記の調査
では東日本大震災時に徒歩で帰宅した人の 84%が

「今後同様の状況に直面しても徒歩で帰る」と回答し
ている。これは、東日本大震災当日に歩いて帰れた
という成功体験によるものであると思われるが、震度
５強の状況と震度６強や震度７における被害の状況
は全く異なる。もし近い将来、首都直下地震などで
大量の帰宅困難者が今回の経験をよりどころにして
再び徒歩帰宅を試みるとした場合、大規模な２次被
害の発生が懸念されることになる（ちなみにこの点が
先述した１つめの誤解に対する回答となる）。そもそ

も甚大な被害のもとではその多くが家族のことを心配
し、潜在的な帰宅意思は東日本大震災時より高まる
であろう。筆者らが 2012 年の４月に行った爆弾低気
圧到来時の帰宅状況に関する調査４）では、企業の帰
宅指示を守らなかった人が約 20%おり、これらの教
訓も踏まえて、今後の帰宅困難者対策として説得性・実
効性の高い交通規制や滞留促進に関する周知が求め
られる。
　ところで、先述のように帰宅困難者対策を考える際
は、大地震などによって著しい直接被害が発生した中
でどのように対応するかがとりわけ重要である。その
点を考えると、東日本大震災における首都圏の被災
状況は先述の条件「大地震などによって著しい直接被
害が発生すること」を必ずしも満たしたものではない。
他方で東日本大震災時の仙台では帰宅困難者が避難
所に押し寄せたことが知られており、仙台市は帰宅困
難者対策を今後の重要な防災戦略のひとつとして考え
ているが、仙台市は東京や大阪、名古屋ほどの大都
市ではなく、これは先述の帰宅困難者問題の発生条
件「大都市であること」がやや満たされなかった一例
と考えられる。すなわち東日本大震災における帰宅困
難現象は首都圏の例も仙台の例も、やや特殊な条件
下における帰宅困難現象であったことになる。
　以上より、今後帰宅困難者対策をすすめる際には
2011 年３月11日に得られた教訓を認識しつつもその
特殊性に引きずられすぎることなく、首都直下地震な
どで危惧される甚大な直接被害を前提としたうえで、
これまで顕在化しなかった課題を協働で解決する姿
勢が重要となるだろう。

３．必要な対策と課題

　それでは帰宅困難者対策は具体的に、今後どのよ
うにすすめていけばよいのであろうか。細かく述べれ
ば滞留対策から帰宅支援、搬送計画、鉄道の復旧計
画まで、考えなければいけないことはたくさんあるが、
少なくともその優先順位と対策の主体は明確にする必
要がある。帰宅困難者が引き起こす２次被害を考え
ると、一斉帰宅の抑制、安全な場所の確保、豊富な
備蓄、大都市内における災害情報の４点がキーワード
と考えられる。これは帰宅困難者が引き起こす「最悪
ケース」をいくつか想定することで、おのずと理解で
きよう。そこで以降では、このキーワードに役割分担
の問題も加え、それぞれ述べることとする。
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（１）一斉帰宅の抑制に関する問題
　はじめに一斉帰宅の抑制である。上記のとおり、災
害時の帰宅行動はそれが集合的かつ大規模なもので
ある限り、帰宅する個人のみならず、災害対応の遅れ
という社会的問題にまで広くかかわる問題となる。現
在、もし体力的に帰れる距離であったとしても原則と
して社内などに留まり一斉帰宅の抑制に努める、との
方針が社会的に共有されようとしているが、その方針
はこれらの点を根拠としたものである（ちなみにこの
点が先述した２つめの誤解に対する回答となる）。そ
れゆえ一斉帰宅の抑制については、その基準を分か
りやすく明確に示すとともに、安否情報の伝達や滞留
行動への働きかけをはじめとした集合的帰宅行動そ
のものを減らす試みが大前提である。もちろん、後
述する備蓄や滞留場所の問題はこのための必要条件
となるに違いない。その上で、どうしても帰宅せざる
を得ない個人に対して帰宅支援を行う実効性を伴っ
た対策が必要とされよう。また東日本大震災時は多く
の人が乗用車を使って帰宅を試みている。しかし、徒
歩帰宅と同様にこれら帰宅困難「車」についても、救
急車・消防車・警察車両などの緊急車両、自衛隊・
各種復旧車両・タンクローリーなどの支援や復旧に資
する車両の交通を途絶し、迅速な消火・救急・復旧
を妨げる要因になりうる。この点については駐車場の
開放など車の滞留対策や緊急輸送路の確保、適切な
交通規制が必要とされる。

（２）安全な場所の確保と備蓄に関する問題
　帰宅行動を抑制するためには、帰宅困難者に一時
的な滞留を促す必要があるが、仮に帰宅困難者が滞
留を決意したとしても、まだ数多くの問題が残されて
いる。その代表的課題に安全な滞留スペースと備蓄
の確保が挙げられる。
　滞留スペースについては原則、就業者は自分の会社
や学校など、私用外出者は公共施設や集客施設など
へ滞留することが望ましいとされているが、大きな揺
れが大都市を襲った場合、職場にしろ、商業施設に
しろ、安全性が確認できず滞留できないケースが多
く発生する可能性があることを忘れてはならない。そ
れゆえ私用外出者のみならず、建物が壊れてしまった
滞留者に対する対応も考えねばならないだろう。そも
そも、どれほど迅速に安全確認ができたとしても、駅
や地下街、高層ビルから多数の人が地震直後に一斉
に地上へ避難することを考えると、ターミナル駅前周

辺などオープンスペースが著しく不足する地域も多い
ものと考えられ、その対応も検討の余地がある。
　いずれにしても地震後は建物のみならず建築設備
や天井など非構造部に至るまで安全性の確認を行わ
ねばならない。その安全確認を誰が行うのか、責任
の所在はどのように考えるかを含めて、円滑に安全な
滞留・受け入れを実現する手段について、安全確認
や受け入れ支援用のチェックリストを用意するなどの
事前準備が必要となる。
　また食糧などの備蓄については、都心部で大規模
なモノ不足が想定される以上、生活物資の補給路が
回復するまでの蓄えがきわめて重要である。現在、自
治体で準備している備蓄は地域の避難者用として蓄
えているものも多く、企業に保管されている備蓄も全
ての事業所で完全に準備されているわけではないこと
に注意せねばならない。
　昨今特に、スペースと備蓄の確保については私用
外出者を対象とした対応が注目されがちである。しか
し、阪神・淡路大震災時の神戸や東日本大震災時の
仙台のように、多くの建物が壊れた時、地域全体でど
のような対応を行うか考えることはとりわけ重要な課
題と考えられる。この点については、安全な場所・備
蓄・マンパワーなどを万一の際に融通しあうといった、
地域内の共助の取り組み・取り決めが有効であろう。

（３）大都市内における災害情報の問題
　災害情報の問題は帰宅困難者問題に関わらず、広
く大都市の防災対策に共通の課題と考えられる。そこ
で本稿では、災害時に大都市内の滞留者はどのような

「移動」と「情報」を求めているのかについて再整理
を試みたい。
　東京、名古屋、大阪、京都などの大都市では地震
時にあちこちで市街地火災が発生する可能性が高い。
このような場合、速やかに広域避難場所に移動しな
ければならないが、地区内残留地区と呼ばれる、大
規模火災の恐れのない区域の滞留者は、余震被害を
避けつつ、地区内の安全な場所で待機することが求
められる。帰宅困難者は、災害直後に開設される一
時滞在施設へ行く必要があるが、室内被害等を考慮
のうえ所有者の判断によって開設しないケースも大い
に考えられるため、事前の公表が難しく、実際に一時
滞在施設が開設されるか否かは、災害直後の情報伝
達に頼ることになる。その他にも、家を失った、ある
いは家が壊れた人は近隣の避難所へ行く必要がある
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し、トイレや水や情報を求める際は帰宅支援ステー
ションへ行くことでサービスを受け取ることができる
が、これらの移動はすべてそれぞれの容量制約を超
えぬよう、適切な配分のもとで行われなければなら
ない。これに加えて大阪・名古屋などの地域では津
波災害も考慮する必要があり、大都市内の滞留者は
実に「臨機応変に」移動することが期待されている。
　他方で大規模災害時に大都市で求められる災害情
報については、先述の筆者らの調査が多少の参考に
なる。2011 年３月の東日本大震災時、首都圏では「地
震直後に知りたかった情報」として「家族の安否や
場所（66.5%）」「いま自分のいる場所でどんな被害が
起きているかの情報（41.9%）」、「自分や家族が避難
すべきかどうかという情報（27.4%）」が求められてい
た。また「欲しかった情報」については、「通行可能
な道路情報（46.4%）」、「休息できる場所の提供に関
する情報（36.8%）」、「渋滞情報（30.4%）」が求めら
れていた。つまり当時首都圏にいた滞留者は、多く
が周辺の被害状況や家族の安否、避難の必要性につ
いての情報を入手していなかったことになる。津波の
襲来が予想される地域については安全な場所が高台
や津波避難ビルであり、海・河川の近くや標高の低
い場所が相対的に危険であることは推測ができるが、
大都市の被害に限った場合、その事前予測は難しい
ものと考えられる。この状況下で東日本大震災で首
都圏の多くの人が「役だった」と評価したテレビ（NHK
が 53.7%、民放が 30.6%）やインターネット（25.5%）
が停電で使えなくなるとすると、防災無線が聞き取り
にくい都市内の大量の滞留者への情報伝達は、極め
て困難となることが予想される。
　ここまでを整理すると、大都市で大規模災害が発
生した場合、都市内の滞留者は「臨機応変な移動」
が計画上求められてはいるものの、周囲の被害や家
族安否、移動先の情報をはじめとした災害情報は現
実的に満足に受け取れず、適切な避難や滞留行動が
必ずしも行えるとは限らないことになる。帰宅困難
者問題のみならず、この点は大都市における市街地
火災や津波襲来の際により深刻となろう。そもそも、
計画上「迅速に行われることになっている」危険の覚
知と広域避難場所への避難は、このような状況下で
はたして迅速に行われるのであろうか。この「大都市
内避難」問題については、事前の備えと共に直後の
災害情報の伝達が効果的であると考えられるものの、
いまだ改善点は多い。

　筆者らは災害時に安否確認や避難所への誘導を支
援するスマートフォンアプリの開発を行ったが、その
他、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言版、エリアメー
ル、エリアワンセグ、デジタルサイネージ、SNS、ワ
ンセグ放送など、この課題については様々な手段で
の解決が望まれる。重要な点は、大都市における災
害時の情報伝達・収集の問題は帰宅困難者対策のみ
に限らず、いまだ問題が多く残されているという点で
あり、東日本大震災時の首都圏での混乱が示唆する、
最も重要な潜在的課題といえるかもしれない。

（４）帰宅困難者対策の主体に関する問題
　上記は特に対策の主体を明確にせず書きならべた
ものであるが、対策全体における役割分担もまた重
要である。というのも、大規模災害時には行政の主
な直後対応は被害情報の把握や救急・救助・消火・
緊急輸送となり、災害直後の情報共有も困難な以上、
帰宅困難者対策は個人や企業を中心とした事前の対
策に頼らざるを得ないという現実がある。
　他方で企業は災害時においても組織的な行動があ
る程度可能であり、多少のスペースと複数の情報
機器・人的資源を有しており、平常時から機能してい
るという特筆すべき特徴をもつ。それゆえ事前の訓練
や備蓄の継続的管理はもとより、滞留拠点を持たな
い私用外出者などの受け入れや適切なグループ帰宅・
時差帰宅の実現とともに、帰宅困難者を地域の応急
活動に生かす試みは企業が主体となってこそ可能な
ものと考えられる。もちろん、だからといって企業に
帰宅困難者対策の全てを押し付けることは避けねば
ならず、企業が帰宅困難者対策に取り組みやすい環
境づくりを社会全体で整備していく必要があることは
言うまでもない。
　例えば東京都中央区では、行政の呼びかけにより
中央区帰宅困難者支援施設運営協議会が作られ、
各事業所が行政もしくは鉄道事業者や消防・警察と
共に地域の課題を共有し、共通の帰宅困難者支援施
設運営マニュアルのもとで災害時に共助で対応する
素地を整えはじめている。もちろんここでの議論も重
要であるが、中長期的にはこの集まりを帰宅困難者
への対応のみならず、事業所とともに中央区の地域
防災全体を考える枠組みへと転換させることが必要
となるだろう。
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４．おわりに

　以上のように東日本大震災時に我々が経験した現
象は、早期に鉄道が復旧し、建物や道路に甚大な直
接被害が発生しない状況下での中途半端な帰宅困難
現象であった。それゆえ帰宅が困難となった人の数や
自宅に帰れないで困った・大変だったという点がクロー
ズアップされがちとなり、帰宅困難者問題について
偏った解釈が社会的に認知されてしまった可能性も否
定できない。繰り返しになるが、帰宅困難者問題で
最も憂慮すべきことは「帰宅できず困ること」ではなく、
２次被害や混乱の防止と迅速な復旧の実現に他なら
ない。そして帰宅困難者問題として東日本大震災で顕
在化した各課題は、災害情報の問題をはじめとして、
大都市の広域避難問題に関する現状の課題を浮き彫
りにするものであったといえる（ちなみにこの点が先述
した３つめの誤解に対する回答となる）。
　その点を踏まえると今後必要とされる対策は、はじ
めに大都市の滞留者の安全を確保することが大前提
であり、そしてその準備を協働ですすめることも必要
であり、最後に「帰宅困難者を救助活動や事業継続
に活用することで少しでも多くの命を助け、早期の復
旧を実現する」ことが長期的課題と考えられる。同
時に我々が東日本大震災の帰宅困難現象を解釈する
うえでも、このような大原則を踏まえつつ、事業所を
含めた新しい安全で安心なまちづくりの方針を確立す
るとともに、大都市の安全確保に関する問題を再度
見つめ直す姿勢が必要とされよう。

補注
（１）例えばターミナル駅などでは、帰宅困難者対策協議会

を設置し、地域連携による帰宅困難者対策の計画を策定
し、また訓練の実施も行っていた。

（２）特に群衆なだれの問題は深刻と考えられる。東日本大
震災以前に先述の専門調査会が作成したシミュレーショ
ンでは、首都直下地震発生直後に帰宅困難者が一斉に徒
歩で帰宅を試みた場合、混雑度が６人 /㎡を越える箇所
があちこちで発生することが報告されている１）。このよ
うな混雑のなかで、火災や余震の発生によってそれま
で一方向であった群集流の移動方向が局地的に変化した
場合は群衆なだれが発生しやすくなることが知られてお
り、死傷者 258 名を記録した 2001 年７月 21 日の明石
花火大会歩道橋事故など、国内外においてこの種の事例
は枚挙に暇がない。

（３）この点は帰宅困難者対策の前提条件、あるいは訓練な
どの想定を考える際に特に重要となる。例えば、帰宅困

難者対策を考える際は帰宅困難者が最も多くなるケース
として「大都市中心部が震度６強かつ平日昼間」をイメー
ジすることが多い。しかし、帰宅困難者が引き起こす２
次災害が最大となるケースは市街地火災の発生リスクが
高い「大都市中心部が震度６強かつ平日夕方」かもしれ
ないし、滞留する拠点をもたない私用外出者が多くいる
と考えられる休日昼間のケースも地区や事業所の種類に
よっては想定せねばならない。あるいは、東日本大震災
と同じ震度５強程度の揺れであっても、長周期地震動で
高層建築が大きな被害を受けるケースはまた状況が異な
るに違いない。帰宅困難者対策を考える際は、このよう
に想定条件の再整理も必要となるだろう。

（４）廣井悠、関谷直也（東洋大学准教授）、サーベイリサー
チセンターの共同調査。東京都、神奈川県、埼玉県、千
葉県の 20 歳以上の居住者で、地震時に外出していた回
答者を調査対象とした。サンプル数は 2,026 票、調査期
間は 2011 年３月 25 日～ 28 日である。

（５）「トリップ（Trip）」とは、ある目的（例えば、出勤や
買物など）を持って起点から終点へ移動する際の、一方
向の移動を表す概念であり、同時にその移動を定量的に
表現する際の単位のことである。また、パーソントリッ
プ調査（PT 調査）は、一定の調査対象地域内において「人
の動き」を調べる調査で、交通に関する実態調査として
は最も基本的な調査の一つとなる。PT 調査を行うことに
より、交通行動の起点、終点、目的、利用手段、行動時
間帯など 1 日の詳細な交通データを得ることができる。

（６）20 時以前に帰宅を始めた鉄道利用者とは、当日 20 時
までに何らかの手段で帰宅をはじめたものの、帰宅途中
で鉄道が復旧し、それを利用して帰宅した外出者が該当
する。このように東日本大震災時には、鉄道の回復を見
込んで徒歩帰宅をはじめた人が多くいたことも分かって
いる。

（７）特に中央区・港区・千代田区においては翌日５時まで
帰れなかった人が 93 万人、徒歩帰宅のみで帰った人が
104 万人と推計されるなど、東京都の帰宅困難者のおよ
そ 1/3 がこの３地域に集中した計算となる。
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１．はじめに

　自転車は、子どもから高齢者まで幅広く利用で
きる手軽な乗り物であるとよく言われる。東京都
の「自転車安全利用に関する意識調査」によると、
91.6%の人が便利で手軽な交通手段であると答えて
おり、多くの人が自転車を手軽な乗り物と考えて
いることが分かる。この便利で手軽な交通手段で
ある自転車は、日本全国で、2008年には6,910万
台が保有されており、その後も増加傾向が続いて
いる。
　特に2011年３月の東日本大震災時により多数の
帰宅困難者が発生した際に、自転車を購入して帰
宅をした人が話題となり、地震後の計画停電によ
る鉄道の混乱と道路の渋滞なども影響して、東日
本大震災後、ツーキニストといわれる自転車通勤
をする人々が増加している。もちろん、東日本大
震災以前から、健康増進だとか、地球環境負荷の
低減などを理由にツーキニストはいたものの、東
日本大震災を契機として、自転車の交通手段とし
ての有用性を再認識した人々が、新たにツーキニ
ストとして、自転車通勤を始めたものと思われる。

２．自転車事故の現状

（１）自転車関連事故の件数
　自転車利用者の増加は、自転車関連の交通事故
の増加をもたらすことが懸念されるが、事故件
数を調べてみると、2000年の173,876件に対し、

2011年は144,018件と、実際には17.2%も減少し
ている（図１）。それでは、なぜ自転車事故が問題
とされているのかというと、それは交通事故全体
の動向が大きく変わってきたからである。全交通
事故件数をみると、2000年の931,934件に対し、
2011年は691,936件であり、全交通事故件数が
25.8%も減少しているなかで（図２）、自転車関連
事故は、17.2％しか減少していない。つまり、警
察をはじめとする関係機関の努力により、全交通
事故の件数が順調に減少しているのにもかかわら
ず、自転車関連事故は必ずしも期待どおりに減少
していないということを示している。

自転車利用者の
ルール・マナー違反
について
岸
き し だ

田 孝
こ う や

弥 公益財団法人労働科学研究所 主管研究員／高崎経済大学 名誉教授

図１　自転車関連事故件数

図２　全交通事故件数
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（２）自転車乗車中の死者数
　別の視点から自転車事故の状況を考えてみる。警
察庁、内閣府を核に、現在、2018年の交通事故死
者数を2,500人以下とする目標を掲げて、交通事故
死者数削減に取り組んでいる中で、2012年の交通
事故死者数が4,411人と、12年連続して減少したこ
とが2013年１月４日の警察庁のまとめ（速報値）
で明らかになった。2018年の目標に向かって着実
に対策が取られ、功を奏していることを伺わせる結
果である。
　2012年の交通事故死者数は速報値のため、その
詳細は未だ分らないが、2010年及び2011年の死者
数の分析結果をもとに、自転車事故の問題点につい
て考えてみる。
　2010年の交通事故死者数は4,863人であり、そ
の内訳をみると、歩行中が1,714人（35.2%）と最
も多く、次いで自動車乗車中1,602人（32.9%）、
二輪乗車中889人（18.3%）、自転車乗用中658人
（13.5%）となっている。これに対し、2011年の交
通事故死者数は4,612人であり、2010年より251
人減少している。内訳をみると、歩行中が1,686人
（36.6%）で最も多く、日本での交通事故の死者は
歩行中が最も多いという傾向が定着したようであ
る。また、自動車乗車中は1,442人（31.2%）、二輪
車乗車中の846人（18.3%）、自転車乗用中は628人
（13.6%）となっている。
　2010年、2011年の交通事故死者数の分析から、
自動車乗車中についてみると、実際の死者数が160
人減少するとともに、死者数全体に対する構成率も
1.7%減少していた。これに対して歩行中は、死者
数は28人減少しているものの、構成率は1.4%増加
しており、同じく自転車乗用中も30人減少してい
たが、構成率は0.1%の増加となっていた。自動車
乗車中の死者数の減少は、飲酒運転の取締りやシー
トベルトの着用強化等の対策を進めた結果と考え
られる。

（３）自転車対歩行者事故
　今までは交通事故防止対策といえば、自動車中
心であった。ところが、日本社会の高齢化が進む
とともに、歩行者、自転車の事故での死者に高齢
者が多くなり、交通事故防止、特に死者数の減少
を目指すには、高齢者への交通安全教育の必要性

が叫ばれるようになった。また、高齢者の死亡事
故を分析したところ、自転車と高齢の歩行者との
事故が多発していることが分かり、その対策が急
がれている。実際の事故を分析してみると、2000
年の自転車対歩行者事故件数は1,827件であったの
に対し、2011年では2,801件と1.53倍の増加とな
り（図３）、積極的な対策をとることが必要な状況
にある。特に近年では、歩道通行可の規制が、歩
道ならどこでも自転車通行可と勝手に解釈され、
歩道での歩行者と自転車の事故が多発する一因に
なっている。2008年６月１日に施行された改正道
路交通法により、自転車利用者のうち、13歳未満
の子ども及び70歳以上の高齢者が歩道通行できる
ようになった際に、歩道は歩行者優先ということ
を強調しなかったために、結局は従来の歩道通行
可の規制と変わりがないものと一般の人々に受け
取られてしまったのが、誤算であったといっても
よいだろう。

３．ルール・マナー違反の背景

（１）道路環境
　警察庁は2011年10月に、自転車は「車両」であ
るということの徹底を基本的な考え方とし、車道
を通行する自転車と歩道を通行する歩行者の双方
の安全確保を目的とする総合的な対策を打ち出し
た。ところが、2010年３月時点で、全国にある約
120万 kmの道路のうち、自動車や歩行者から分離
された、自転車道や自転車通行帯等の自転車通行
空間の延長は約3,000kmとほんのわずかな距離で
ある。また、業務上不可欠とはいえ、路上での荷
物の積み降ろしのための駐車や停車によっても車
道を走行する自転車は進行方向を塞がれ、仕方な
しに道路の中央部分を走行したり、歩道を走行し
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図３　自転車対歩行者事故件数
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たりすることになる。その際に、自転車利用者は、
歩道は歩行者優先であり、歩道を走行する時は車
道側を走行するというルールを知らなかったり、
知っていても無視したりすることが多く、このこ
とが事故を引き起こす誘因となっている。

（２）ライフスタイル
　便利で手軽な交通手段である自転車は、地球環
境負荷の軽減につながる有益な交通手段であると
の評価を得つつある。このような日本人のライフ
スタイルの変化による自転車利用者の増加が自転
車利用時のルール・マナーを熟知していない多く
の人々を生み出している。
　自転車の利用目的として最も多く上げられるの
が買い物であるが、商店街の真中を我が物顔で大
きな荷物を自転車の前後に積んで、ふらふらと
走っている人たちをよく見かける。これらの人た
ちは、自宅を目指し、早く帰ることのみに心を奪
われており、交通ルールを守らないことが多い。
結果として、右側通行や斜め横断、信号無視等が
日常茶飯事となる。
　路線バスが渋滞に巻き込まれ、定時運行が出来
ないのは都会では常識である。通勤・通学に路線
バスが当てにならないとなると、多くのサラリー
マンや学生が自転車を頼りにする。毎朝、郊外の
駅を目指して、サラリーマンや学生が自転車を走
らせる。時間との勝負であるから、走れるスペー
スがあれば、道路の左側にこだわらず、時には道
路の中央を走る。また、交差点では一時停止をし
なかったり、信号無視も当たり前となる。自転車
は車両であるから、左側通行と思っているのはド
ライバーや歩行者だけで、自転車利用者は逆走、
すなわち右側通行も平気で行うようになる。これ
では事故が起らないのが不思議である。
　都会のライフスタイルは夜型になっている。昔
の子どもは早寝早起きであったが、今は子どもも
夜型で、小学生でも普通に塾に通う。行きは明る
くても、帰りは夜の８時、９時。街灯があるので
明るいから、周りが見えるといって無灯火で走る。
ドライバーや歩行者には自転車は見えない。ライ
トにブロックダイナモ（発電機）を使用した自転
車はこぐのが重たくなるので、点灯しない。安い
輸入自転車には、そもそもライトが付いていない。

無灯火の自転車がはびこるわけである。

（３）迅速性・快適性・格好よさ
　自宅から最寄りの駅まで自転車で行くことも、朝
の渋滞を回避するという点では迅速性・快適性を
充たしているといえるが、究極のケースとしては、
やはりツーキニストであろう。彼らの多くは、競
技用自転車ピストバイク（以下、「ピスト」という）
に乗って通勤先へ向かう。ピストなら最高時速30
〜40kmは出る。渋滞の道路を迅速にスイスイと走
れる。春や秋の季節なら、快適さは一段と上がる。
省エネで環境に優しく、健康にも良いとなると、申
し分ない自転車である。
　ところが問題が１つある。ピストにはブレーキ
が付いていないのである。日本サイクリング協会
（東京）によると、大半の自転車販売店はピストに
もブレーキを付けて販売しているが、「格好よさを
重視して購入後にブレーキを外す若者も多い」と
いう。その結果、渋谷区では、ピストに衝突されて、
69歳の女性が死亡したり、92歳の女性が肩の骨を
折る重傷を負った事例が報告されている。迅速性
や快適性を追求した結果が、死亡・重傷事故では
困りものである。

４．ルール・マナー違反の心理

（１）ルールの認知
　自転車利用に関する交通ルールの認知に関し、東
京都が実施した調査において、「13歳未満の子ども
の保護者は、子どもに乗車用のヘルメットをかぶ
らせるように努めなければならない」との設問に
ついては、64.9%の人が認知しているに過ぎず、「自
転車同士は並んで走ってはいけない」という、いわ
ゆる並列走行の禁止についても77.7%に留まってお
り、ルールについて意外と認知されていないことが
明らかとなった。また、「自転車が歩道を通行する
場合は、歩行者を優先させ、歩道の車道寄りを走行
しなければならない」との設問についての認知は、
84.8%に留まっており、自転車の歩道通行を認めて
いるものの、ルールの認知が充分でないことがわ
かる。
　また、「夜間ライトを点灯しなければならない」
は96.2%と高い認知を得ている。ライトの点灯を含
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め、認知度が９割を超えた項目は11項目中８項目
あり、自転車利用者は交通ルールを熟知している
と考えてもよいように思われるが一方で、自転車
利用者の行動は、とてもルールを熟知しているよ
うには思えない状況にあるのが実際である。

（２）ルールの遵守
　同調査では、日常自転車を利用している人に、
ルールの遵守についても尋ねている。「道路交通法
上、自転車は軽車両であり、原則、車道の左側を
通行しなければならない」に関しては、「いつも
守っている」が25.0%と４人に１人しかおらず、「だ
いたい守っている」人の47.2%を含めてようやく
72.2%という状況である。
　「13歳未満の子どもの保護者は、子どもに乗車用
のヘルメットをかぶらせるように努めなければな
らない」という保護者に対する努力義務に関して
は、「いつも守っている」が50.5%と２人に１人し
か守っておらず、「だいたい守っている」の13.0%
を合わせても「守っている」と考えられる人は
63.5%であった。ルールの遵守に関するこれらの結
果を見ると、幼児用座席を自転車の前後に設置し
て３人乗りしている人々の多くが、子ども達にヘ
ルメットをかぶせていないのもうなずける。
　もちろんルールを遵守している人々も少なから
ずいる。「ブレーキを備えていない自転車を道路で
運転してはならない」は87.0%の人が「いつも守っ
ている」と答えていることや、同様に「夜間はライ
トを点灯しなければならない」も80.1%の人が「い
つも守っている」と答えていて、それなりにルー
ルは遵守されていると考えられる。
　しかし、「信号の遵守、一時停止場所での停止、
安全確認を行い走行しなければならない」では、
「いつも守っている」は31.9%に過ぎず、「だいたい
守っている」の52.8%を加えて、ようやく84.7%に
達する状況である。これでは、はたしてルールを遵
守していると言ってよいのか疑問である。交差点
で信号を無視したり、一時停止をしない自転車をよ
く見かけるが、自転車対車両の事故で自転車運転
者が死亡した769件の事故のうち、208件（27.8%）
と３割近い事故が交差点内で起きている。交差点で
の出会い頭事故の多さを考えるとき、自転車側の
信号無視や一時不停止は、ルールを遵守しない行動

として責められてしかるべきであろう。同様に「自
転車が歩道を通行する場合は、歩行者を優先させ、
歩道の車道寄りを徐行しなければならない」も「い
つも守っている」は32.9%にすぎない。この結果は、
歩道での自転車と歩行者の接触事故の多さを示し
ている。
　自転車利用者のルールの遵守に関しては、「いつ
も守っている」と「だいたい守っている」の両者
を合わせると、11項目中９項目で80%を超えてい
るが、実際の事故の状況を考えると、「いつも守っ
ている」だけで少なくとも80%を超えないと、リス
クのある状態が改善されたとは言えないように思
われる。

（３）自転車利用者はなぜ違反するのか
　前節のルール遵守に関する意識調査で、11項目
のうちいずれか１項目以上で「あまり守っていな
い」または「ほとんど守っていない」と答えた自転
車利用者に対し、ルールを守らない理由を尋ねた結
果が図４である。ルールを守らない理由として最
も多かったのは「ルール自体を知らなかったから」
で、22.0%の人が答えていた。
　次に多かったのは、「守らなくても危険だと感じ
ないから」で、17.7%の人が答えていた。この考え
方の代表的な例が、「夜間はライトを点灯しなけれ
ばならない」の違反で、多くの自転車利用者が夜
になっても周囲が明るいからとライトを点灯しな
いために、自転車が周囲の景色に埋もれてしまい、
ドライバーには気づかれず危険な状況に巻き込ま
れることになる。特に高齢の歩行者が気づかずに、
歩道で自転車と衝突して死亡事故となるなど、重
大事故の大きな要因となっている。
　同様に「携帯電話を使用したり、傘差し運転をし
てはならない」と道路交通法で定められているにも
かかわらず、自転車利用者は、片手運転でも自転車
を安全に運転できると自分勝手に考えているよう
で、携帯電話で話すことに夢中になり、周囲の交
通状況に注意がいかなくなったり、傘差し運転で風
にあおられて、運転が不安全状態になったりして、
歩行者とぶつかるなど事故の誘因となることが少
なからずある。この点について、自転車利用者に
分かってもらうことが重要なポイントであると考
える。
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論 考

（４）安全性は考えないのか
　自転車利用者に対しては、走行中に、安全性に
ついて考えているのだろうかということがよく指
摘されている。自転車利用者がルールを守らない
理由の中に「守るのが面倒だから（急いでいるか
ら）」との答えが14.2%あり（図４）、安全が頭の中
に定着していない自転車利用者が、無視できない数
いるということが伺える。また、「ブレーキを備え
ていない自転車を道路で運転してはならない」と
いうルールを守らない人がいるということは、警
察の取り締りから明らかである。これらの事実を
もとに考えると、自転車利用者は、自転車の手軽
な乗り物という側面にのみ関心を持ち、安全性の
面についてはあまり関心を持たないように見受け
られる。「信号の遵守、一時停止場所での停止、安
全確認を行い走行しなければならない」というルー
ルをいつも守っているのは31.9%に過ぎない。一方、
自動車のドライバーや二輪車のライダーは、事故の
怖さを理解しているため、よほどのことがない限
りこのルールを守っている。実際、自転車対車両で
自転車運転者が死亡した事故の要因は、警察庁の
資料では「交通閑散等に気を許して安全確認せず」
が42.0%であった。さらに安全性を考えずに「信号
無視」（9.2%）や「一時不停止」（9.1%）など、自
らルール違反をした自転車運転者が、実際に死亡
事故という重大事故に遭遇している。この事実を
知れば、ルールを遵守することの大切さが理解さ
れよう。

５．ルール・マナー違反の防止策

　自転車利用者のルール・マナー違反の防止策と
して、どのようなものがあるだろうか。東京都が
実施した前述の意識調査では、自転車全般に関し
ての対策を聞いており、10項目中、上位４項目は
ルール・マナーと安全教育に関するものであった。
　最も多かった意見は、「ルール・マナーに関する
広報啓発活動」で、60.5%の支持があり、「学校教
育における自転車安全教育の充実」も54.9%の支
持があった。中学生・高校生向けには、スタント
マンに実際にあった自転車事故を再現してもらい、
それを見学した中学生・高校生が交通安全につい
て話し合うスケアード・ストレート方式※）の教育
が有効な方法として評価されている。社会人向け
にも有効とは思われるが、費用の捻出をどうする
か、交通安全教育の対象者をどのように選ぶかな
どの方法論を確立すれば、効果は期待できる。
　「ルールを守らない利用者への街頭指導」は
50.4%と半数の人から支持されていた。また、「道
路交通法違反者の検挙」にも40.5%の支持があっ
た。ただ、これらの対策は、ルール・マナー違反
の防止策として有効ではあるが、警察官の動員な
ど警察の積極的な関与がないと実現が難しい。
　筆者が愛知県警察本部の協力のもと、地域特性
を考慮して高齢者向けに行った交通安全教育は、
地域住民を巻き込んで行えば、自転車利用者への
交通安全教育としても有効と考える。この交通安

全教育を進めるためには、①
事故事例分析、②事故現場実
地調査、③交通状況観察調査、
④アンケート調査、⑤意見聴
取会議／報告会議、の５つの
ステップが必要である。
　小学校区等の生活地域で高
齢者を集めて交通安全教育を
行う場合、その地域を管轄す
る警察署から事故情報を得て
事故事例を分析することがで
き、実地調査も事故現場が生
活地域内であることから事故
状況を把握しやすく、また、

図４　ルールを守らない理由（東京都　青少年・治安対策本部　｢東京都自転車安
　　　全利用に関する意識調査報告書｣（平成24年3月）を基に筆者一部改編）



予防時報 23

2013 vol.253

交通状況も生活地域であることから高齢者にわか
りやすい。それらを踏まえ、高齢者に対して、交通
ルールやマナー、地域の危険箇所に関するアンケー
ト調査を実施し、そのデータを素材にして、高齢
者と交通管理者、道路管理者が地域の交通安全に
ついて話し合い、理解を深めていく。
　実施してみると、高齢者が自ら進んで、生き生
きと問題点について話し、解決策を提案するなど、
交通安全意識が身についていく様子がはっきりと
感じられる。まさに、高齢者の参加・体験・実践
型の交通安全教育として、効果が期待されるため、
今後、このような参加・体験・実践型の交通安全
教育が普及することが望まれる。
　自転車は手軽で便利な乗り物であるが、きちんと
交通ルールやマナーを守らないと、事故を引き起
こす厄介な乗り物になる。事故を防ぐのに、簡単で、
楽な方法などはない。地道に一歩一歩取り組むこ
とが近道である。
※　スケアード・ストレート方式：恐怖を実感することで、
それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育手法。事故現
場を再現してみせ、交通ルールの大切さを学ばせたり、
非行少年に刑務所を見学させて更生をうながしたりする
などの活動がある。

６．おわりに

　2012年12月26日に警察庁の有識者会議が、自転
車利用者の中でブレーキの不備や信号無視、飲酒運
転などの悪質な法令違反を犯した者に対して「講
習を行うことなどにより、交通ルールを遵守する
大切さに気付くよう促し、危険性を改善すること
が適当」などとする提言を行った。警察庁によると、
2012年の自転車による交通違反の取締りは、10月
末までに4,508件と2011年の3,956件から大幅に増
加している。提言では「指導や取締りにも工夫が
必要」と指摘しており、具体例として「繰り返し
て警告を受ける生徒については、学校に対して安
全教育を働きかける」などをあげている。
　一方、東京地検は信号無視を繰り返した悪質な
ルール違反の自転車運転者に、道路交通法違反で、
略式起訴し5万円以下の罰金を簡裁に求めていくと
発表した。
　また、東京都は2013年１月11日に自転車安全利

用条例を制定し、ブレーキ装置が設置されていない
ピストの販売を全国で初めて規制すると発表した。
これら一連の動きをみると、自転車利用者のルー
ル・マナー違反に対しては、交通管理者をはじめ
とする国や地方自治体が積極的に関与して、交通
事故の減少を目指していることが伝わってくる。
　2012年９月10日に東京都は「自転車問題の解決
に向けて」というタイトルで東京都自転車対策懇
談会の提言を発表した。悪質な違反の取締り、交
通安全教育の確保と受講の促進がポイントとなっ
ている。この東京都の提言を踏まえて、自転車事
故の防止についての３つの視点を挙げて筆を置く
ことにする。
①年少者から高齢者までの発達段階に応じた交通
安全教育の実施
②地域社会と連携した交通事故防止対策
③事故現場や危険な場所の情報を基にした対策
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１．はじめに

　我が国は、世界的な火山国のひとつであり、全
世界の約１割にあたる110の活火山がある。1955
年以来活発な噴火を続けている桜島をはじめ、多
くの活動的な火山を抱えており、災害を引き起こ
してきた。近年では、43名の犠牲者を出した1991
年の雲仙普賢岳の火砕流災害をはじめ、2000年の
有珠山、三宅島の噴火、2004年の浅間山や2011
年の霧島新燃岳噴火などが話題となった。
　火山災害を軽減するためには、火山活動を監視
する観測体制と、いざというときのための平常時
からの防災体制が重要である。気象庁の火山業務
は、従来はこれらのうち前者に重きを置いてきた
が、近年は火山防災に直接寄与する後者の業務に
も力を注ぐようになっている。本稿では、近年、
今世紀になってからの気象庁の火山業務の動向に
ついて述べる。

２．活火山定義の見直しと
         活火山の選定

　「活火山」は今後噴火する可能性がある火山と
いう意味である。活火山の定義は様々な時代的変
遷を経ているが、2003年、火山噴火予知連絡会※

は、活火山の定義を見直し、「概ね過去１万年以内
に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火
山」とした。これにより活火山の数は108になった
が、その後も火山地質学の進展を踏まえて、見直
しが図られ、2011年には２火山が追加され、現在
は110火山が活火山に選定されている。2003年の

活火山定義見直しは、それまでの活火山定義「過去
およそ2,000年以内に噴火した火山及び現在活発な
噴気活動のある火山」を、国際的な流れに準拠して
見直したものであったが、同時に、各火山の活動の
活発さを表す指標として、過去の火山活動度によっ
て A、B、C の３つのランクに区分けする「ランク
分け」を行った１）。
　しかし、このランク分けは過去の火山活動度に基
づいており、必ずしも噴火の切迫性を反映したもの
ではなく、また、社会的な影響を評価しておらず、
そのまま防災上の対応の必要度に当てはめられるも
のではなかった。そのため、2007年から、火山噴
火予知連絡会は、改めて、火山防災対策の充実を図
るべき火山の選定作業を行い、およそ100年程度の
中長期的な噴火の可能性を評価して、社会的な影響
も考慮した上で、「火山防災のために監視・観測体
制の充実等の必要がある火山」として、2009年に
47火山を選定した２）。この検討では、ランク分けの
際に考慮していなかった社会的影響も考慮するとと
もに、近年進歩した地殻変動観測によってマグマ蓄
積が見られている火山が選定されるなどしている。
　この結果を受けて、後述するように、気象庁は、
これら47火山での監視体制の充実を進めることに
なった。なお、新たな視点で要注意火山が選定され
たことや、47火山の中にはかつてランク C とされ
ていた８火山も含まれていることから、現在、気象
庁ではランクは使用していない。
※　火山噴火予知連絡会：火山噴火予知計画により設置さ

れた機関で、関係機関の研究及び業務に関する成果及び
情報の交換、火山現象についての総合的判断を行うこと
等を目的としている。委員は学識経験者及び関係機関の
専門家から構成されている。気象庁が事務局を担当。

気象庁火山業務の動向

山
や ま さ と

里　平
ひとし

気象庁地震火山部 火山課長
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３．火山監視体制の強化

　気象庁（中央気象台）は、明治時代から活動的な
火山の最寄りの測候所などで火山観測を実施して
いるが、全国的に近代的な火山観測を開始したの
は1960年代の常時観測体制の確立以降である。当
時活動的であった17火山を「常時観測火山」とし、
火山近傍に高感度地震計を設置して、最寄りの気象
台や測候所からの目視観測、現地観測を組み合わせ
た常時観測体制を確立し、火山情報の発表を業務化
した。常時観測火山以外の火山については、火山機
動観測班が定期的に巡回観測を実施する体制をとっ
た。
　その後、常時観測火山の拡大や機動観測の強化な
ど監視体制の強化が図られたが、火山観測の定員は
少なく、人事異動のある気象庁にとって、少ない定
員が方々に散らばって配置されていたのでは技術の
継承やお互いの技術研鑽が困難となるため、1990
年代半ばから気象庁内外から火山監視を専門とする
センターの設置を望む声が高まった。2000年の有
珠山や三宅島の噴火を経て、気象庁の火山監視能力
や防災機関等に対する解説能力に、より一層の強化
が必要であるとの認識が高まり、火山監視や評価を
円滑かつ効率的に実施するために火山観測データを
集中処理する「火山監視・情報センター」が、本庁
と札幌・仙台・福岡各管区気象台の４か所に設置さ
れ、2002年３月から業務を開始した３）。火山監視・
情報センター体制は、これまで地方官署が行ってい
た火山監視観測・火山情報発表業務をセンターに集
中させることにし、地方の定員をセンターに集める
とともに増員も行い、火山を専門とする職員による
24時間監視を実現したものであった。
　さらに、前述のように火山噴火予知連絡会が「火
山防災のために監視・観測体制の充実等の必要があ
る火山」として、2009年に47火山を選定したこと
を受けて、2009年度〜2010年度に、これらの火山
に新たにボアホール型（地下深部に設置するタイ
プ）の地震計および傾斜計（以下、あわせて「セン
サー」という。）を主軸とした監視体制の強化を行っ

た。気象庁ではそれまでもいくつかの火山でボア
ホール型センサーを導入していたが、少数の火山
に限られていた。ボアホール型センサーは、設置
に係る費用も含め高価であるが、ノイズレベルが
低く微小な変化まで捉えることができ、これによ
り監視能力が大幅にアップした。これら機器の設
置完了を受けて、2011年３月、気象庁はこれら47
火山を改めて「常時観測火山」に指定し、前述の
４か所の火山監視・情報センターでの24時間監視
を行っている。
　図１では、1950年代以降の気象庁の火山観測点
の推移を示しており、2002年の火山監視・情報セ
ンター業務の開始以降、監視火山や観測点の数が
大幅に増加してきたことがわかる。これらの観測
点に加え、大学や関係機関との観測データの交換
も積極的に進め、24時間監視体制は飛躍的に充実
してきている。また、気象庁は、火山監視・情報
センター業務の開始にあわせて、火山観測の種目
についても見直しを行い、GPS 観測、空振観測を
全ての常時観測火山に導入するとともに、GPS や
全磁力の繰り返し観測、二酸化硫黄放出量の観測
などを導入し、観測の多項目化を図った。

論 考
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図１　気象庁の火山観測点の推移
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４．火山防災情報の改善

　我が国では、火山活動の監視および火山防災情
報の発表は気象庁が担っている。1960年代の常時
火山観測体制の構築と同時に、気象庁は、自治体
をはじめとする関係機関や報道機関に、火山情報
を発表する業務を開始した。火山情報の枠組みも
これまでいくつかの時代変遷を経てきたが、2007
年にこれまでの火山情報を気象等の警報・予報と
同じ位置づけにする大きな変革を行った。
　これは、それまでの火山情報のうち防災上重要
な情報を法規的に明確に位置づけるものであるが、
その基軸をなすのは「噴火警戒レベル」である。
　2000年〜2001年、富士山で深部低周波地震が
多発した。深部低周波地震はそれまでも発生して
いた現象ではあったが、富士山が活火山であるこ
とが改めて認識され、2000年の有珠山や三宅島の
噴火災害の記憶も新しかったこともあり、地元自
治体で富士山の火山ハザードマップの作成の機運
が盛り上がった。富士山は噴火すれば、首都圏に

も大きな被害をもたらす危険性があることから、内
閣府等の関係機関が、富士山ハザードマップ検討委
員会を設置した。一連の検討の中では、単にハザー
ドマップを作成するのみならず、防災対策の検討も
進められ、いざという時の初動対応において、気
象庁の火山情報をトリガーとする考え方が示され、
2006年、「富士山火山広域防災対策基本方針」４）と
してとりまとめられた。その後、この考え方は全
国の火山を対象とした「噴火時等の避難に係る火
山防災体制の指針」５）において明確化された。す
なわち、各火山で過去の噴火履歴などから想定さ
れる火山活動の推移（噴火シナリオ）と危険区域

（火山ハザードマップ）をもとに、関係機関が、平
常時から、災害の及ぶ範囲のイメージを共有して、
避難や登山規制などの防災対応の開始時期を表す
基準を共同で決定する。そして現在がどのような
火山活動の段階にあるかを24時間体制で監視して
いる気象庁が「噴火警戒レベル」として公表する
というスキームである。
　噴火警戒レベルは、火山活動の状況を噴火時等の

表１　噴火警報・予報と噴火警戒レベル
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「警戒が必要な範囲」や「とるべき防災対応」を踏
まえて、１〜５の５段階に区分している。特段の防
災対応が必要でない段階をレベル１、居住地に危険
は及ばないが登山規制等が必要な段階をレベル２
または３とし、レベル２または３は、登山規制等
が必要な範囲に応じて、地元関係機関による協議
で事前に決定される。また、居住地に危険が及び
始める段階をレベル４または５とし、レベル４は、
一般住民には避難準備行動が、また災害時要援護者
には避難行動が必要な段階、レベル５は、一般住
民にも避難行動が必要な段階である（表１）。なお、
噴火警戒レベルには、住民や登山者・入山者等に必
要な防災対応が分かりやすいように、各レベルに、
それぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周
辺規制」「平常」のキーワードがつけられる。
　噴火警戒レベルは、常時観測を行っている火山
について、後述する火山防災協議会等の場で地元
関係機関による共同検討を進めて、噴火警戒レベ
ルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防
災対応」が地元自治体の地域防災計画等に定めら
れた火山で、順次運用が開始（導入）されており、
2012年末現在、29火山で運用されている。つまり、
噴火警戒レベルは地元の避難計画と一体的に発表
されるものである。
　噴火警戒レベルが運用されている火山では、レベ
ルが変更あるいは切り替えられる（防災対応をと
るべき「警戒が必要な範囲」が変更される）際に、
切り替え後のレベルを付した噴火警報・噴火予報
が発表される。レベル２または３においては、「噴
火警報（火口周辺）」（略称は火口周辺警報）、レベ
ル４または５においては、「噴火警報（居住地域）」

（略称は噴火警報）として発表され、レベル１の段
階では、噴火予報が発表される。噴火警報は「警戒
が必要な範囲」（この範囲に入ると生命に危険が及
ぶ）を明示して発表され、「避難」、「避難準備」等
が必要な地方自治体がどこであるかがわかるよう
になっている。
　なお、噴火警戒レベルが運用されていない火山に
おいても「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られ

居住地域まで及ばない場合は火口周辺警報、「警戒
が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は噴火警報
が発表されることになるが、具体的な防災対応が
明確になっていないと、気象庁の噴火警報が防災に
活かされないことになるため、火山防災協議会にお
ける避難計画等の共同検討を進め、順次噴火警戒
レベルを設定し、運用を開始していく必要がある。

５．地元の火山防災への参画

　災害発生時の避難指示等の防災対応は、市町村長
の権限であるが、火山災害は複数の地方自治体に関
係することが多く、平常時から各自治体や関係機関
の連携体制を構築しておくことが重要である。その
ため、「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」
においては、平常時から関係機関からなる協議会

（火山防災協議会）を設置しておき、いざという時
の防災対策を共同検討しておくこととされた。そし
て、これら関係機関のうち、避難時期や避難対象
範囲の確定に深く関与するメンバー、具体的には、
市町村・都道府県・気象庁・国や都道府県の砂防部
局・火山専門家がコアグループを形成して、普段か
ら機動的に打ち合わせを持つ等、「顔の見える関係」
を構築しておくことが提言された。この考え方は、
2011年12月の防災基本計画の改訂により明確化さ
れた。「顔の見える関係」においては、関係機関の
担当者が知り合いになることにとどまらず、相手
が決めることであっても遠慮なく意見を言い合え
る信頼関係を構築することが重要である。
　気象庁にとっても、前述のとおり、噴火警戒レベ
ルの運用においては、関係機関との連携が不可欠で
あり、火山防災協議会の活動に積極的に関与する
ようになった。2007年度から常時観測火山を擁す
る地方気象台を中心に「火山防災官」が新設され、
地元の火山防災において中心的に活躍している。全
国の火山の中には火山防災協議会が設置されてい
ない火山や、設置されていても普段の活動がほと
んどない火山も多く、火山防災官を中心に地方気
象台が地方自治体へ働きかけを強めている。
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　また、全国の測候所無人化の流れの中、活動的な
火山を擁する測候所（軽井沢、伊豆大島、三宅島、
阿蘇山）については、地元に火山防災連絡事務所を
新たに設置し、これまでの火山観測や火山防災業務
を継続することとなった。火山防災連絡事務所は、
各自治体の役場などの中に設置され、これまで以
上に地元の関係機関と顔の見える関係が構築され、
頼りにされる存在となってきている。

６．浅間山・新燃岳の噴火

　噴火警戒レベルの導入後、いくつかの火山で噴
火が発生した。そのうち、2009年の浅間山噴火は、
噴火警戒レベルと、それとリンクした地元の防災
対応が非常に円滑に行われた事例である。
　浅間山では、2004年の噴火が終息して以降比較
的静穏な活動で経過してきたが、2008年７月頃か
ら火山性地震が増加し始め、活動に高まりが見えて
きた。気象庁は、８月８日、噴火警戒レベルを１

（平常）から２（火口周辺規制）に引き上げる噴火
警報を発表し、地元自治体は登山の一部規制を敷
いた。その２日後、10日から14日にかけて３回の
ごく小規模な噴火が発生した。翌2009年２月１日、
さらに火山性地震が増加するとともに、傾斜計に
山体がわずかに膨張する変化が検出され、気象庁
は、噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３

（入山規制）に引き上げる噴火警報を発表した。そ
れに応じて、周辺自治体は浅間山への登山を全面的
に禁止するとともに、火山に近い道路を通行止め
にした。そして、翌日２日には、火口周辺に噴石
を飛散する噴火が発生した。この噴火に際しては、
前年から運用を開始していた降灰予報も発表され、
ほぼ予報どおり、長野、群馬、埼玉県、東京都西
部等に降灰が観測された。火山活動はその後次第に
低下し、噴火警戒レベルは４月７日にレベル２（火
口周辺規制）、翌年４月15日にはレベル１（平常）
と、順次引き下げられ、登山規制は緩和されていっ
た。
　浅間山では、2004年の噴火の際に地域間の連携

に課題があったことから、火山防災協議会（浅間
山火山防災連絡対策会議）が設置され、2007年の
噴火警戒レベルの導入時に各レベルでの防災対応
が明確化されていた結果、スムーズな噴火対応が
行われた。
　2011年に300年ぶりのマグマ噴火が発生した霧
島山（新燃岳）でも、2007年に噴火警戒レベル
が導入されていた。気象庁は、2008年〜2010年
の小規模な噴火の発生に際して噴火警戒レベルを
１（平常）から２（火口周辺規制）に引き上げ、
2011年の最初の噴火は地元自治体によって登山
規制が敷かれた中で発生した。気象庁は、１月26
日からの噴火の拡大に応じて噴火警戒レベルを３

（入山規制）に引き上げるとともに、活動の経過に
応じて「警戒が必要な範囲」を拡大する噴火警報
を発表し、地元自治体も規制区域を順次拡大した。
　しかし、新燃岳の活動においては、本格的なマ
グマ噴火に際しての噴火規模の即時把握、降下火
砕物（火山灰や小さな噴石）等に関する情報提供、
地元自治体との連携などに課題を残した６）。現在、
噴火規模の即時把握については、火山噴火予知連
絡会で技術的な検討を開始し、降下火砕物に関す

図２　2009年２月１日の浅間山噴火前後の傾斜計の変化と
火山性地震回数の推移

（噴火の約１日前から傾斜計にわずかな変化と地震活動
の活発化が見られ、噴火の約半日前に気象庁は噴火警
報を発表することに成功した。）
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る情報提供については、降灰予報の高度化に向け
た検討会で検討が始まっている。地元自治体との
連携に関しては、地元地方気象台が住民説明会を
自治体と共同で開催するなど活動の強化、改善が
図られている。

７．東北地方太平洋沖地震と全国の火
山活動

　2011年３月11日の東北地方太平洋沖地震（東日
本大震災）は、我が国の観測史上最大の巨大地震
であったが、その直後から全国的に地震活動の活
発化が見られた。火山地域でも、焼岳や箱根山では、
地震直後から顕著な地震の多発が見られるように
なり、富士山の南麓では、地震の４日後の15日夜
にマグニチュード6.4の地震が発生した。巨大地震
の直後に周辺の火山活動が活発化することは知ら
れており７）、気象庁は地震直後に、全国的に火山周
辺の地震活動等を精査し、約20の火山で地震活動
の活発化が見られると発表した。いずれの活動も直
接火山活動に結びつくことはなく、静穏化に向かっ
ているが、当分の間は注意深く監視していく必要
がある。

８．おわりに

　今世紀に入ってからの気象庁における火山業務
の動きの概略をながめてきた。
　雲仙岳、有珠山、三宅島の噴火災害を経て、気象
庁は火山監視・情報センターによる集中監視体制
を構築し、監視体制を徐々に充実させるとともに、
防災に直結する噴火警報の発表を開始した。
　火山監視・情報センターでは、地殻変動観測を
本格的に火山監視に導入し、浅間山の噴火直前の
山体の膨張を捉えるなどの成果を挙げてきた。一
方、大学等研究機関が中心に進めてきた火山噴火予
知研究は、2009年からは地震予知研究と統合され、

「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推
進について」（文部科学省科学技術・学術審議会建

議）として進められている。研究計画においては、
これまでの観測による異常検出、経験則による原因
の推定を主とした取り組みから、物理法則に基づく
将来の予測に向けた定量的噴火予測を目指すこと
とされており、今後の研究成果を監視業務に取り
入れていく必要がある。防災面では、火山防災協
議会における避難計画等の共同検討が防災基本計
画に明記され、地元の地方気象台等を中心に関係
機関との連携、いわゆる「顔の見える関係」と「防
災対応のイメージ共有」を強めてきている。
　また、2009年のサリチェフ火山（千島）や2010
年のエイヤフィヤトラヨークトル火山（アイスラ
ンド）での噴火等を受け、2011年には、航空機向
けに航空路火山灰情報（VAA）を提供する東京航空
路火山灰情報センター（VAAC）の体制強化も行った。
　この10年間で、気象庁の火山業務は大きな進展
を見せたが、人材育成等まだ多くの課題を残して
いる。火山噴火予知連絡会等とも連携して、技術力
の向上に努めるとともに、自治体等との避難計画
の共同検討を通じて普段からの関係を構築し、い
ざというときに適切な防災情報が発表できるよう
努力を続けたい。
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１．はじめに

　昨今、リチウムイオン電池の実用化が進み、電
気自動車（以下、「EV」という）や鉄道車輌等に
搭載されるようになってきた。また、停電時のバッ
クアップ用の無停電電源装置においても、従来は
鉛電池が主流であったが、近年ではリチウムイオ
ン電池も採用されだしている。その理由としては、
リチウムイオン電池が他の蓄電池に比べてエネル
ギー密度が高いため、小型軽量を実現できること
があげられる。また、近年ではリチウムイオン電
池のコスト競争が激化しており、価格が下落して
いることもリチウムイオン電池の普及の後押しと
なっている。本稿ではリチウムイオン電池の原理
や特徴、安全性や取扱いにおける注意点を説明し、
実際の使用例を紹介する。

２．リチウムイオン電池とは

（１）原理
　リチウムイオン電池は、電極や電解液に様々な
材料が使用されるが、弊社の産業用リチウムイオ
ン電池は、正極活物質に主としてリチウム含有遷
移金属酸化物を、負極活物質に主として炭素を使
用している。充放電に伴う化学反応は次式のとお
りである。
　　　　充電状態　　　　 放電状態
　LixC6 + Li1-xMyOz　　6C + LiMyOz
　
　（Ｍ：遷移金属、xyz：係数）

　図１のとおり、充電時には正極からリチウムイ
オンが放出されて電解液中を移動し、負極炭素に
吸収・蓄積される。放電の場合には、逆の反応が
起こる。電解液には有機溶媒にリチウム塩を溶解
したものを使用している。

（２）特徴
ア．高エネルギー密度　　
　リチウムイオン電池は、図２に示すように他の
電池（鉛蓄電池・アルカリ蓄電池）と比べてエネ

図２　リチウムイオン電池（Li-ION、 Li-ION for HEV）と
　　　各種電池のエネルギー密度の比較

→←

論 考リチウムイオン電池の特徴と
導入事例について

大
お お し ば

芝 正
ま さ つ ぐ

嗣 株式会社 GS ユアサ産業電池電源事業部電源システム生産本部開発部 リーダー

図１　リチウムイオン電池の反応概念図
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ルギー密度が高いことから、小型軽量である。こ
れにより電池収容スペースを小さくすることがで
きる。また、１セルあたりの起電力が3.6〜3.8Ｖ
と他の電池に比較して高い（鉛蓄電池の約２倍、
アルカリ蓄電池の約３倍）。このことから、高電圧
システムにも適している。
イ．浮動充電時にガスを発生しない
　化学反応式からわかるように電解液は、直接充
放電反応に関与しない。よって、通常の動作範囲
では、化学反応式の反応のみが起こるため、通常
使用中に酸素・水素などのガスが発生しない。一
方、鉛蓄電池は、通常使用中に電解液が充放電反
応に関与し、上記ガスが原理上若干発生する。し
たがって、設置後の保守性という観点においても、
リチウムイオン電池は優れていると言える。
ウ．メモリ効果がない
　リチウムイオン電池では、ニッケル・カドミウ
ム蓄電池やニッケル・水素蓄電池に見られるよう
なメモリ効果がない。従って、継ぎ足し充電が可
能であり、メモリ効果（浅い放電・再充電を繰り
返すと見かけ上放電可能容量が減少すること）を
なくすためのリフレッシュ放電（深い放電を行う
ことでメモリ効果により容量低減した電池を復旧
させること）の必要がない。
エ．高率放電特性に優れる

　リチウムイオン電池は鉛蓄電池に比べて最大放
電電流が大きく、温度による放電電流値のばらつ
きも少ない。したがって高率放電用途に最適である。

３．リチウムイオン電池の取扱いに
　　ついて

　リチウムイオン電池を取扱う際には次の事項に

注意する必要がある。

（１）加熱禁止
　ストーブなどの熱源の側に放置しない。熱によ
り樹脂製のセパレータが損傷した場合、電池が内
部で短絡し、電池の発熱、破裂、発火の原因となる。

（２）適切な充電器以外の使用禁止
　電池の充電は指定された充電器を使用し、指定
された条件を守る。その他の充電条件で充電する
と、電池の発熱、破裂、発火の原因となる。

（３）水濡れ禁止
　電池を水や海水等で濡らしたり浸けたりしない。
電池に組み込まれている保護機構が壊れると、異
常な電流、電圧で電池が充電され、電池の発熱、
破裂、発火の原因となる。

（４）ショート禁止
　リチウムイオン電池を外部又は内部でショート
したりすると過大な電流が流れ、電池が発熱、破
損する恐れがある。特に電池を接続する際には絶
縁処理された工具を使用しなければならない。

（５）上限電圧を超えた電圧での使用禁止
　リチウムイオン電池は、規定された上限電圧を
超える領域で継続使用すると、電池の内圧が上昇
し、ガス排出弁開放や発煙を発生する。このとき
排出されるガスには可燃性ガスが含まれているの
で、電池近傍に着火源がある場合には、ガスに引
火する可能性がある。したがって、電池が過充電
状態にならないように、電池の電圧を監視する装
置が必須となる。

論 考
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（６）下限電圧を下回った電圧での使用禁止
　リチウムイオン電池は、規定された下限電圧を
下回る領域で電池を保持すると、電池が使用不能
となる場合がある。

（７）温度範囲規定外での使用禁止
　リチウムイオン電池を規定された温度範囲外で
使用すると、電池の性能や寿命劣化、発熱、破損、
漏液の恐れがある。
　その他、仕様書に記載されている注意事項を必
ず守り、またリチウムイオン電池に異常が見られ
た際には使用を中止し、メーカへの問い合わせが
必要である。

４．リチウムイオン電池の導入事例

　リチウムイオン電池は高エネルギー密度を有し
ているため、装置の小型軽量化や高率放電を目的
とした用途に適しており、様々な分野で導入が進
んでいる。リチウムイオン電池は大電力を蓄えら
れることから、特に近年では、災害時などで系統
電力が失われた際の非常
用電源など、電力貯蔵用
途としての使用が注目を
浴びている。
　ここでは、その一例で
あ る 太 陽 光 発 電（以 下、

「PV」という）と電気自
動車用急速充電器とリチ
ウムイオン電池を組み合
わ せ た シ ス テ ム（以 下、

「PV-EV シ ス テ ム」 と い
う）について紹介する。

（１）システム構成
　本システムは、PV、蓄電池、急速充電器を組み
合わせ EV へ急速充電を行うものである。具体的に
は、PV で得られた電力はパワーコンディショナを
介して蓄電池に貯えられ、急速充電器によって EV
へ充電されることになる。
　このように、本システムは電力系統から直接 EV
へ充電するのではなく、蓄電池に貯えた電力を使
用することで受電容量の低減を可能としているほ
か、EV の走行で消費されるエネルギーを PV で補
うため、環境負荷の小さいシステムといえる。ま
た、蓄電池が満充電の場合には、電力系統へ発電
電力を逆潮流でき、日射が少ない場合は電力系統
から蓄電池へ電力を貯えることも可能である。

（２）システムの動作概要
　本システムは図３に示すように、PV、パワーコ
ンディショナ、リチウムイオン電池、急速充電器
から構成される。
　パワーコンディショナは、PV の発電電力や電力
系統からの受電電力をリチウムイオン電池へ貯え、

図３　システム構成
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電力系統への逆潮流（売電）や受電（買
電）の制御を行っており、電力系統へ
逆潮流する際は、受電電力検出ユニッ
トにより、電池に貯えられた電力が逆
潮流しないよう制御している。
　また、蓄電池に充放電効率に優れた
リチウムイオン電池を採用しており、
パワーコンディショナを介して電力を
貯蔵する。貯えられた電力は電池管理
装置によって電圧や温度に異常がない
か常時監視されている。
　急速充電器は、リチウムイオン電池
に貯えられた電力を EV へ急速充電する。通常 EV
への急速充電には電力系統から三相交流の受電を
必要とするが、このシステムでは、一般的な低圧
受電設備の単相３線式での対応が可能となる。
　本システムは、太陽電池の発電から EV への充電
まで、全て直流電力であることから、電力変換の
段数が少なくシステム効率が高い。また、本シス
テムは非常用コンセントを備えており、災害時に
リチウムイオン電池に貯えられた電力を利用する
ことも可能である。

（３）リチウムイオン電池箱
　蓄電池箱には、パワーコンディショナとリチウ
ムイオン電池が収納されている。蓄電池箱の内観
図を図４、仕様を表１に示す。リチウムイオン電
池を用いることで蓄電池箱を小型・軽量化するこ
とができ、設置場所の選定が容易である。リチウ
ムイオン電池は、図５に示すようなモジュールを
11個接続し、全体で約16kWh の容量となる。モ
ジュールは各セルの電圧や温度を監視しており、
セルバランス機能により電圧のばらつきを調整し、

最適な電池状態を保持している。

（４）EV用急速充電器
　急速充電器は、リチウムイオン電池に貯えられ
た電力を用いて、EV へ急速充電を行うものである。
充電中は EV から指令を受け、必要とされる電力を
供給する。本体の表示画面は、システムの運転状況
が一目で確認できるように、電力の流れや PV の発
電電力、電力系統からの受電電力、蓄電池の充電
状態を表示している。また、EV への充電時間や充
電量も表示しており、
充電状況が簡単に確
認できる。急速充電
器の外観を図６、表
示画面を図７に示す。

（５）PV-EV システ
ムの動作モードにつ
いて
　本システムの動作

253

図４：蓄電池箱内観図

表１：蓄電池箱の仕様

図５：リチウムイオン電池モジュール

直流電圧 DC 230V（入力）
 DC 300 〜 360V（出力）
交流電圧 AC202V
寸法 W942 × D168 × H1655mm

図６　急速充電器
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モードを表２に示す。動作モードは大きく分けて
６種に大別され、電力系統が健全時と停電時、お
よび太陽電池の発電状況や蓄電池の残容量によっ
て動作が異なる。 

（６）実証試験結果
　PV（２ kW）、パワーコンディショナ（4.5kW）、
リチウムイオン電池（16kWh）、および急速充電
器（19kW）によりシステムを構築し、半年間の
実証試験を行った。
　実証試験開始から６ヶ月間の PV の電力量、EV
への充電電力量、電力系統への逆潮流電力量（売
電）、電力系統からの受電電力量（買電）の内訳を
図８に示す。
　運用状況は EV への充電回数が合計128回であ
り、月平均で約20回の充電が行われた。PV 電力
の累計は1,224kWh となり EV への充電電力量
508kWh を上回っている。電力系統への逆潮流電
力量752kWh についても受電電力量642kWh を上
回り、２ kW の太陽電池パネルを利用した PV-EV
システムの電力収支は110kWh の黒字となった。

５．まとめ

　本稿では、リチウムイオン電池の特徴や取扱い
上の注意点を説明し、導入例を紹介した。
　リチウムイオン電池は、他の電池と比較して非
常に高いエネルギー密度を持っているため、小型・
軽量・高率放電に優れているが、一方で取り扱い
を誤ると感電や火災の要因ともなる。
　今後様々な用途での活躍が期待されるリチウム
イオン電池であるが、その危険性を十分に認識し
たうえで使用することが重要と考える。

参考文献
１）伊藤孝典、道永勝久、大芝正嗣、堀恵輔、小山博康、

吉本健太、横山晋也、芦田有治、詫間隆史、” 太陽光発
電・蓄電池付き電気自動車用急速充電器「PV-EV システ
ム」の開発，”GS News Technical Report，第８巻（２号）

（2011）
２）蒲新太郎、道永勝久、宮脇康貴、西田淳，“ 産業用リチ

ウムイオン電池の診断技術と課題 ”，電気学会［D］産業
応用部門一般産業研究会　1.22（2011）

図８　実証試験における電力量の内訳

図７　表示画面



予防時報 35

2013vol.253253

表２　PV-EV 動作モード

動作図 動作モード

モード1

モード2

モード3

モード4

モード5

モード6

電力系統

健全

停電

動作説明

蓄電池容量が急速充電に可能な充電量
である場合、蓄電池への充電を太陽電
池からのみ充電する。

蓄電池容量が急速充電に可能な充電量
を下回っている場合、蓄電池への充電
を太陽電池と電力系統から充電する。

蓄電池が満充電時に太陽電池の発電電
力を電力系統へ逆潮流する。

夜間時に蓄電池容量が急速充電に可能
な充電量である場合、待機する。

太陽電池から蓄電池へ充電する。

蓄電池の残量により急速充電する。
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四つ目より天神川通り堤上にて江戸の方を見る （（株）阪本企画室蔵）

図1 およその火災発生地域
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安政江戸地震は、幕末の安政2年10月2日（西

暦1855年11月11日）の夜四ツ半時（23日寺ごろ）に、

江戸付近の直下を震源として起きた地震である。

マク、ニチュードは7.1程度で、あったと推定される。

乙の地震によって、当時江戸に1,000余りあった

町人町のうち、473の町で合計4,626人の死者を生

じたことが『破窓之記』に記録されている。これは

町人の死者数で、江戸の居住地の約70%を占めた

武家屋敷地内の死者数は含まれていない。乙のほ

か、寺院内の死者も相当数あったはずで、、乙の地震

による江戸市中全体の死者は約 1万人に達したと

推定される。

幕末の戯作者として有名な仮名垣魯文の編によ

る『安政見聞誌』（全3巻）には、安政江戸地震の有

様を示す多くの絵図が載っている。その中に「四つ

目より天神川通り堤上にて江戸の方を見る」という

絵図がある。本文としてつづられたこの絵図の説

明文に次のような記載がある。

『亀井戸住玉蘭粛（ぎょくらんざい）、今度の急変

を逃れ、同所天神川の堤より江戸の方を見るに、四

方遠近（しほうおち乙ち）に火災起リ、家蔵瓦等の

崩る音は再震動出るかと思はれ諸人安き心もなき

体を見る侭（まま）写真せしを乙とに出す。』

ζの絵を描いた玉蘭粛は、本名を橋本兼次郎と

いい、文化4年（1807年）下総国布佐（千葉県我孫

子市）の生まれである。浮世絵は歌川国貞に師事

し、若い頃は美人画や役者絵を得意として、歌川貞

秀を名乗った。安政文久の幕末期には、西洋画手

法を取り入れて横浜絵、あるいは開花絵とよばれ

る細密で写実的な風景画を数多く残している。

乙の文にある「天神川」は、現在は墨田区と江東

区の境界線になっている横十間川のととであり、亀

戸天神のすぐ西側を北から南へ流れていた。

安政江戸地震の直後、おおむね震度の大きかっ

た場所が火事の発生点となり、江戸の各所で火災

が発生している。中村操（2003）は、との地震の古

記録から火災の発生場所を特定し、現代の東京の

市街地図の上に表示した。この原図に基づいて、

およその火災発生地域を図示すると図 1が得られ

る。図 1では横十間川を青線、亀戸天神を緑の点

で示している。玉蘭粛はおよそこの緑点の位置に

いて、乙の絵を描いたのである。

絵図では、描かれた煙の柱と、細字で書かれた

地名の注記の正確さに驚かされる。一番左の煙に

は「深川仲丁」と書かれているが、正しくは「深川大

工町仲丁」で、あって、深川明神があるあたり、地下

鉄半蔵門線清澄白河駅付近に相当する。富岡八

幡・永代橋付近の火災の煙柱は、図の左端の外側

に当たっていたはず、で、図には描かれていない。

図の左から 2本目の煙柱には「徳右衛門町jと

書かれ、現在のJR総武線両国駅の東側の地域で、

緑町と合わせて 1つの火災地域となっていた。左

から 3本目の煙柱は「京橋・山下御門Jと書かれ、

現在の東京駅南端から東に広がっていた街区であ

る。煙には横の拡がりがあり、現在のJR東京駅西日

の丸の内、大手町の軟弱地に広がった火災区域全

体から発する煙であろう。その右隣の煙柱には「緑

町」とあるが、徳右衛門町の西隣の街区で煙柱は

別個に立っていたので、あろう。「本了河岸に見ゆる

」と注記された煙柱は小川町（現在の神保町付近）

の火災によるものであろう。絵図では以上が南側

半分に描かれた煙柱である。

北側の煙柱は幾本かが大きく一体化して描かれ

ている。「シロコウジ」は「上野広小路」で、あって、ヒ

とシを混同する江戸弁の発音が反映されている。

「本願寺」は現在の地下鉄銀座線田原町駅の北側

にある本願寺、「金リウ山」は浅草寺の山号である。

図の一番右端は吉原の遊郭の煙で、あって、四方堀

で固まれていて逃げ場を失い、中で多くの遊女が

焼死した。

以上、との図の写実性は正確無比である。日本画

というと、鉛筆のようにとがり出た富士のような、極

端にデフォルメされた絵を思い描く人が多いであ

ろうが、このような、見えた光景にあくまでも忠実

に描かれた絵図もあったととに改めて注目してお

きたい。

都司嘉宣

（独立行政法人建築研究所特別客員研究員）
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災害メモ

★火災
●11・２　愛媛県今治市で、木造２階建て住宅約
280㎡が全焼。３人死亡。
●11・15　神奈川県相模原市の工場で、窒素ガス
で加圧する気密検査の作業中に発電機のアルミ
ニウム製部品が破裂。１人死亡、２人負傷。
●11・16　東京都三宅村で、三宅島東部の山火事
により住民約150人に避難勧告。約156ha焼失。金
属を切った際の火花が原因。
●11・30　富山県富山市で、木造２階建て住宅
127㎡が全焼。３人死亡。
●12・11　大阪市北区の大川で、工事用の砂利運
搬船で調理中にプロパンガスが爆発。１人死亡、
３人負傷。
●12・18　山梨県笛吹市の産業廃棄物処理会社
で、廃棄物を砕く作業中に破裂音がし出火。作業
場など約2,000㎡が焼け、敷地に積んでいた紙や
木くずなど約2,100m３が燃える。

★陸上交通
●10・26　東京都豊島区の西武池袋線東長崎－
椎名町間の踏切で、車いすの男性が準急電車に
はねられる。１人死亡。
●11・23　北海道鶴居村の国道374号のカーブで、
ダンプカーと乗用車（外国人旅行者）が正面衝突。
３人死亡、２人負傷。
●12・２　山梨県大月市の中央自動車道上り笹子
トンネル（約4.7㎞）内で、コンクリート製天井板が
約110mにわたり崩落し通行中の車３台が下敷き。
９人死亡、２人負傷。
●12・21　和歌山県白浜町の国道42号で、走行中
の大型タンクローリーが横転し、積載のガソリン
や灯油、軽油計２万リットルのうち約8,100リット
ルが流出、崖下の海にまで流れる。１人負傷。
●12・25　広島県東広島市の国道432号で、走行
中の大型トレーラーの荷台から積み荷の鉄板25
枚が落下し、対向車線を走っていた乗用車を直撃。
２人死亡。
●12・30　香川県宇多津町の県道交差点で、直進
の乗用車に右折のワゴン車が衝突。４人死亡、４
人負傷。

★自然
●12・７　三陸沖で地震。M7.4、震源の深さ約10

㎞。青森県八戸市、岩手県盛岡市、宮城県栗原市、
茨城県常陸太田市、栃木県市貝町で震度５弱な
ど。「東北地方太平洋沖地震」の余震。１人死亡、
15人負傷。
●12・26　千葉県東庄町の利根川支流の黒部川
で、合宿練習中の高校生が乗ったボート18隻が、
天候急変で避難中、強風にあおられ次々と転覆。
６人負傷。

★その他
●10・12　北九州市門司区の小学校の校庭で、遊
んでいた児童が、遊具の雲梯に結びつけられた衣
類に首が引っかかる。１人死亡。
●10・16　静岡県裾野市のサファリパークで、飼
育員がゾウに襲われる。１人死亡。
●10・27　高知県高知市の下水道工事現場で、掘
削中の横穴の土砂が崩れ作業員が生き埋め。土
砂を固めるために使用した薬剤により救助隊員
が手などにやけど。２人死亡、８人負傷。
●10・31　石川県金沢市のホテルで、従業員が４
階からエレベーターに乗ろうとした際、戸が開い
ている状態でかごが上昇しエレベーターのかごと
三方枠に挟まれる。１人死亡。
●11・12　大阪府東大阪市のプラスチック製造会
社で、従業員がミキサーの中を清掃中に、別の従
業員が誤って起動させ巻き込まれる。１人死亡。
●12・２　名古屋市中区の飲食店で、アルバイト
店員が食品などを運ぶ業務用エレベーターに上
半身を挟まれる。１人死亡。
●12・３　兵庫県姫路市の皮革工場で、荷物の積
み下ろしをしていた取引先の会社員が業務用エ
レベーターに上半身を挟まれる。１人死亡。
●12・13　千葉市中央区の製鋼工場で、鉄鉱石の
注入量を調節する弁の不具合を点検中に、従業員
が意識不明。１人死亡。
●12・19　京都府宮津市の建物の１階で、荷物用
エレベーターの約80cm下の底部に男性転落。１
人死亡。

★海外
●10・１　中国・香港のラマ島沖で、国慶節の花
火見物の船がフェリーと衝突して沈没。39人死亡、
101人負傷。
●10・８　エジプト・シナイで、45人の兵士を乗せ
た軍事警察の車両が急坂で制御不能となり横転。
21人死亡、24人負傷。
●10・19　イラン・ボルージェンで、スピードを出
したバスが横転して谷に転落。26人死亡、19人負
傷。

●10・29　アメリカ・北東部などで、ハリケーン「サ
ンディ」が温帯低気圧となり東海岸に上陸。暴風雨、
船の遭難、停電、冠水、火災など被害。ニューヨー
クを中心に首都機能まひ。180人死亡。
●10・30　サウジアラビア・アブカイク付近で、建
物中庭での結婚式パーティで祝砲が当たった高
圧線が垂れ下がり火災発生。脱出しようとして金
属製ドアに触れ感電死も。25人死亡、30人負傷。
●11・１　サウジアラビア・リヤドで、ブタンガス
積載のタンクローリーが高架橋脚に衝突しガス漏
れ爆発。高架道路上の車多数焼損、近くの重機倉
庫全壊などの被害。23人死亡、135人負傷。
●11・７　グアテマラ・南部沖で地震。M7.4、震源
の深さ41.6km。地滑り、停電、家屋倒壊など太平洋
沿岸一帯で被害。余震続く。74人死亡、155人負傷。
●11・９　ミャンマー・カンバルで、マンダレーか
ら北のミチナーに走行中のタンク貨車（ガソリン
７両、ディーゼル油２両）のうち３両が脱線、転覆、
火災。燃料を回収しようと近づいた村人ら死傷。
25人死亡、約100人負傷。
●11・11　ミャンマー・シュウェボーで地震。M6.8、
震源の深さ10km。余震続く。36人死亡。
●11・17　エジプト・アシュート近郊の踏切で、遠
足に行く保育園の子供たちを乗せたバスに列車
が衝突。係員が居眠りをしていて遮断機を下げず。
52人死亡、18人負傷。
●11・19　インド・ビハールで、ガンジス河畔の仮
設の竹製の橋が人の重みで崩れる。夕日を祭る儀
式に集まった人々が将棋倒し。20人死亡。
●11・24　バングラディシュ・ダッカ郊外で、８階
建て縫製工場の１階から出火し工場全焼。非常口
なく、出口は施錠され作業員ら逃げられず。121人
死亡、200以上人負傷。
●11・24　中国・貴州の炭鉱でガス爆発。23人死
亡、５人負傷。
●11・30　コンゴ・ブラザビルで、雷雨の中マイマ
イ国際空港に着陸しようとした貨物機（イリューシ
ン76型機）がオーバーランし、住宅に突っ込み炎
上。乗員６人、地上の26人の計32人死亡。
●12・３　フィリピン・ミンダナオ島で、台風24号
により鉄砲水や地滑り。６万棟以上倒壊。1,067人
死亡、2,666人負傷、843人行方不明。
●12・19　スーダン・ハルツーム南方で、ミニバス
がバスと衝突し、ミニバスの乗客25人全員を含む
33人死亡、24人負傷。
●12・25　カザフスタン・シムケント付近で、悪天
候の中、着陸しようとした軍用輸送機が空港20㎞
手前に墜落。27人死亡。

＊早稲田大学理工学総合研究センター内 特定非営利活動法人 災害情報センター
　（TEL.03-5286-1681）の「災害情報」を参考に編集しました。

ホームページ　http://www.adic.waseda.ac.jp/
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日本損害保険協会では、第9回「小学生のぼうざい探検隊マップコンクーjレ」を実施し、全国

47都道府県の小学校や消防クラブなと、417団体から、過去最多となる2,018作品が寄せられ、

およそ 1万3千人の児童がとの活動に取り組みました。

消防1宇長官賞

・団体名：大分県高瀬少年消防クラブ

・チーム名： 6年生チーム

・学年・人数： 6年生・ 7名

目テーマ：防災

・評価されたポイント：7.14九111'11七部豪雨で児童が

初めて経験した「水害」をテーマにしたととろは、

地域性・テーマ性に加えて、時事性にも富んでい

る。地図のエリアに網掛けをしたととで、その地域

の被害の大きさが強くイ云わってくる。

防災担当大臣賞

・団体名：東京都玉川消防少年団

・チーム名：玉川消防少年団ぼうさい探検隊

・学年・人数： 4～6年生・13名

・テーマ：防災

・評価されたポイント：「火災時に線路の影響で消防

車や救急車が来れないかもしれない」という発見は、

今後の地域防災への取組みの出発点として、非常に

大きな気付きといえる。単に「危険Jというだけでな

く、その理由も調べているほか＼安全に関する箇所

も調べており、作品全体の提案力を増している。

乙のほかの入選作品等は、当協会のホームページ（http://www.sonpo.or.j p／）からご覧いただけます。

かけがえのない環境と安心を守るために

一般社団法人日本損容保険協会は15014001を認証取得し

ています．
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一般社団法人日本損害保険協会
干101・8335東京都千代田区神田淡路町2-9

電話03(3255) 1294 （生活サービス部安全安心推進グループ）

http://www目sonpo.or.jp

目立 キャピタル損保

富士火災

三井住友海 上

三井ダイレク卜

明治安田損 保

（社員会社so音順）
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